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第２章 インドの農林水産業の現状及び農業政策（食料安全保障法を中心に） 

【要 旨】 

インドの GDP 全体に占める農業のシェアは、2000 年代半ば以降 2 割を割り込んでい

る。しかしながら、12 億人の人口を擁するインドにとっては、食料自給や雇用の面から

依然として重要な産業として位置づけられる。 

主要農産物であるコメと小麦についてみると、生産量はコメ 1 億 650 万トン、小麦

9,590 万トン、輸出量はコメ 1,090 万トン、小麦 557 万トンで、世界有数の穀物生産・

輸出国である（2013 年度、インド商工省）。ただし、インドの農業は農業用水の多くを

モンスーンがもたらす雨に依存しているため、気候の影響を受けやすく、年によって国

内の需給動向は大きく変動する。 

1960 年代半ばに干ばつによって食料危機に陥ったことを契機に、インド政府は穀物

などの買付・配給制度である「公的分配システム（Public Distribution System: PDS）」

を導入し、主に貧困層を対象に市場価格を大幅に下回る価格で穀物を配給している。

PDS の対象者は全体で約 1 億 8,000 万世帯、約 8 億 6,500 万人に上り、全人口の約 7

割に相当するとみられる。しかしながら近年では、穀物の漏洩・横流し、最低支持価格

（Minimum Support Price:MSP）の引き上げによる財政負担の増大など、長年に及ぶ

制度の疲弊や機能不全も指摘されている。また、2001 年度から 2003 年度には、MSP

の引き上げによって政府備蓄（中央在庫）が過剰に積み上がったため、インド政府は中

央在庫から大量のコメを輸出し、国際市場にも大きな影響を及ぼしてきた。 

こうした状況の中、2014 年 10 月から「食料安全保障法（National Food Security Act: 

NFSA）」が施行された。NFSA は、食料へのアクセスを国民の法的権利として位置づ

け、PDS の下で各州の運用に委ねられてきた貧困層への食料配給を、中央政府の主導に

よって改善・強化することを目的としている。 

NFSA の施行による国際的な影響について、中央在庫からの輸出は国内需給の観点か

ら 2003 年度以降全面的に禁じられており、在庫量の調整は主に国内における買上量の

調整によって行われている。そのため、NFSA の施行によって中央在庫から国際市場へ

の放出が行われる短期的な可能性は低く、国際的な影響は限定的と考えられる。また、

WTO 農業協定との整合性については、価格支持を伴う NFSA の性格上、貿易歪曲性が

大きく削減対象となる「黄の政策」に該当するものの、現行の計算方法に基づけばデミ

ニミスの上限を超過していないと考えられる。なお、貧困層を対象とした食料安全保障

にかかる政府支出については、2014 年 11 月に WTO 一般理事会において「恒久的な解

決策が得られるまで」紛争手続きの対象としないことが決定されている。 

NFSA については、既存の PDS が抱える課題を解決しないまま、早急に法案を成立

させた政府への批判も根強い。インド政府には、国民の食料安全保障と農村経済の自立

を両立させるためのより抜本的な取組が求められる。 
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１．農林水産業の現状と課題 

(1) インド経済における農林水産業の位置づけ 

インド経済において、農林水産業は非常に重要な役割を担ってきた。インド計画委員会

（Planning Commission, Government of India）が発表している統計によれば、1955 年

度85における農業および関連分野（以下、「農業分野」と記載）の GDP は約 490 億ルピー

であり、GDP 全体の半分以上を占めていた。その後、農業分野の GDP は年々増加し、2013

年度には 19 兆ルピー（約 33 兆円86）を超える規模となっている（推計値）。同分野が GDP

全体に占めるシェアは、鉱工業、サービス業の成長を背景に年々低下を続け、2004 年度

には 20％を割り込んだが、その後はほぼ横ばいに推移し、2013 年度には約 18%となった。 

 

図表 2-1-1 農業分野の名目 GDP 額とシェアの推移（1955～2013 年度）（注） 

 
（資料）インド計画委員会ウェブサイト 

（注）2013 年度の数値は推計値。 

 

また、農業分野の実質 GDP 成長率をみると、モンスーンや干ばつの影響を受けやすく、

その値は年によって大きく変動しているが、灌漑整備の進展などにより、近年は変動幅が

縮小している。 

  

                                                   
85 インドの年度は 4～翌 3 月。 
86 2013 年 4 月のレート（1 ルピー≒1.730 円）で換算。 

（為替レート出所）日本銀行「報告省令レート（平成 25 年 4 月分）」 

なお、本報告書においては、換算前の数値の出所年度／年月が明確なものについてはその当時の為替

レートを、出所年度／年月が不明なもの、および特に設定がないものについては 2015 年 3 月の為替レ

ートを使用する。また、本報告書に記載しているルピー‐円の為替レートは、為替レートの下 4 桁目を

四捨五入したものであるため、計算結果が本報告書に記載の計算結果数値と一致しない場合がある。 
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図表 2-1-2 農業分野の実質 GDP 成長率の推移（1954～2013年度） 

 
（資料）インド計画委員会ウェブサイト 

 

なお、他産業も含めた産業別GDP成長率をみると、農業を中心とする農林水産業のGDP

成長率は、鉱工業、サービス業と比較して概ね低水準で推移している。 

 

図表 2-1-3 （参考）産業別実質 GDP成長率の推移（2005～2013 年度） 

（%） 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

2013 

（注 2） 

年平均 

成長率 

GDP 全体 9.5 9.6 9.3 6.7 8.6 8.9 6.7 4.5 4.7 7.6 

農林水産業 5.1 4.2 5.8 0.1 0.8 8.6 5.0 1.4 4.7 4.0 

 
農業 5.5 4.1 6.3 ▲ 0.3 0.4 9.5 5.3 0.9 4.9 4.1 

鉱工業 9.7 12.2 9.7 4.4 9.2 7.6 7.8 1.0 0.4 6.9 

サービス業 10.9 10.1 10.3 10.0 10.5 9.7 6.6 7.0 7.0 9.1 

（資料）インド計画委員会ウェブサイト 

（注 1）基準年は 2004 年度。 

（注 2）2013 年度の値は推計値。 
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前述のように、GDP 全体に占める農業分野の割合は減少傾向にあるものの、雇用の面

からみると、インドにおいて農業分野が果たす役割は依然として大きい。 

国連食糧農業機関（FAO）の報告書によれば、雇用者全体に占める農業分野の割合は、

1970 年代終わりには 70%を超えていたが、その後は年々低下している。しかし、2011 年

度時点でも全体の半数を農業分野での雇用が占めており、雇用の観点からは同分野の存在

がいまだ大きいことがわかる（農業分野の担い手構造については後述する）。 

 

図表 2-1-4 雇用者全体に占める農業分野の割合 

 

（資料）OECD 「OECD-FAO Agricultural Outlook 2014」 

（注）データがない年度については線形補間。 

 

 

(2) 主要農産物の生産動向 

1） 生産動向の概況 

主要穀物の中で生産量が最も多いのはコメ（精米トン、以下同様）で、穀物全体の 40％

以上を占めており、次いで小麦が 36.2%と続く（2013 年度）。その他の穀物として雑穀（ト

ウモロコシを含む）、豆類が栽培されている。 

輸出向けの換金作物としてサトウキビや綿花なども栽培されているが、作付面積全体に

占める割合はわずかであり、国内の食料需給に対応した生産構造になっている。 
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図表 2-1-5 主要農産物の生産量、作付面積、単収（2013 年度（注 1）） 

大分類 小分類 
生産量 割合（注 2） 作付面積 単 収 

百万トン - 百万 ha kg/ha 

穀物 264.77 100.0% 126.04 2,101 

 

コメ（精米トン） 106.54 40.2% 43.95 2,424 

小麦 95.91 36.2% 31.19 3,075 

雑穀（ﾄｳﾓﾛｺｼを含む） 

（注 3） 
43.05 16.3% 25.67 1,677 

豆類 19.27 7.3% 25.23 764 

油糧種子 32.88 100.0% 28.53 1,153 

 

大豆 11.99 36.5% 12.20 983 

落花生 9.67 29.4% 5.53 1,750 

ナタネ・カラシナ 7.96 24.2% 6.70 1,188 

ヒマワリ 0.55 1.7% 0.69 791 

その他換金作物 - - - - 

 

サトウキビ 350.02 - 5.01 69,838 

綿花（注 4） 36.59 - 11.69 532 

麻 11.58 - 0.85 2,449 

（資料）インド農業省農業協力局 「Agricultural Statistics At a Glance 2014」 

（注 1）推測値。 

（注 2）小分類の農産物が、属する大分類の中で占める割合を示している。 

（注 3）雑穀には、トウモロコシの他にソルガム（モロコシ）、バジュラ（緑の雑穀）などが含まれる。 

（注 4）生産量の単位は百万ベイル（1 ベイル＝170kg） 

 

以下では、農産物の大半を占める穀物の生産動向を概観する。 

主要穀物（コメ、小麦、及び雑穀）の生産動向を長期的な視点から比較すると、1960

年代まではコメと共に雑穀が生産の主流であった。しかし、1960 年代の「緑の革命」の

成果もあり、小麦の生産が急激に増加し、1970 年代には雑穀の生産を抜き、現在コメと

小麦が生産の主流となっている。 
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図表 2-1-6 主要穀物の生産量の推移（1950～2013 年度） 

 
（資料）インド農業省農業協力局「Agricultural Statistics At a Glance 2014」 

 

国家開発第 11 次五カ年計画（2007～2011 年度）と第 12 次五カ年計画（2012～2016

年度）における主要穀物の生産目標値と生産量（実績）から達成率をみると、2011～2013

年度の 3 年間では、2012 年度の雑穀を除いてすべての穀物で目標を達成した。ただし、

第 11 次五カ年計画期間中における農業部門の年平均成長率は、期間中に深刻な干ばつに

見舞われたことから、目標とされた 4.1％を下回る 3.7％にとどまった87。 

 

図表 2-1-7 主要穀物の生産目標値、実績値および達成率（2011～2013 年度）（注） 

(百万トン) 

 
2011 年度 2012 年度 2013 年度 

目標値 生産量 達成率 目標値 生産量 達成率 目標値 生産量 達成率 

穀 物 245.0 259.3 105.8% 254.2 257.1 101.1% 259.0 264.8 102.2% 

 

コ メ 102.0 105.3 103.2% 104.0 105.2 101.2% 105.0 106.5 101.5% 

小 麦 84.0 94.9 113.0% 88.0 93.5 106.3% 92.5 95.9 103.7% 

雑 穀 42.0 42.0 100.0% 44.0 40.0 91.0% 42.5 43.1 101.3% 

豆 類 17.0 17.1 100.5% 18.2 18.3 100.5% 19.0 19.3 101.4% 

（資料）インド農業省農業協力局「Agricultural Statistics At a Glance 2014」 

（注）達成率＝各年度の生産量／目標値。 

 

また、米農務省（United States Department of Agriculture: USDA）の統計を基に、

                                                   
87公益財団法人国際金融情報センター「インド基礎レポート 第 2 章 国民経済」（2014 年 5 月 1 日） 
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コメと小麦について需給の推移88をみると、コメ・小麦ともに国内生産が国内消費を上回

っており、基本的には国内自給が達成されている。 

 

図表 2-1-8 コメ需給の推移（2009～2015年） 

（千トン） 

  
実績値 予測値 

2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 

  

期初在庫 13,000 19,000 20,500 23,500 25,100 25,440 25,480 

国内生産 99,180 89,090 95,980 105,310 105,240 106,540 103,000 

輸 入 -（注 1） - - - - - - 

供給量（全体） 112,180 108,090 116,480 128,810 130,340 131,980 128,480 

  
国内消費 91,090 85,508 90,206 93,334 94,031 96,500 98,000 

輸 出 2,149 2,228 4,657 10,250 10,480 10,000 8,700 

消費量（全体） 93,180 87,590 92,980 103,710 104,900 106,500 106,700 

期末在庫 19,000 20,500 23,500 25,100 25,440 25,480 21,780 

自給率（注 2） 108.9% 104.2% 106.4% 112.8% 111.9% 110.4% 105.1% 

（資料）米農務省(USDA) 「Grain: World Markets and Trade」 

（注 1）「-」はデータなし。 

（注 2）自給率＝国内生産量／国内消費量。 

 

図表 2-1-9 小麦需給の推移（2009～2015年） 

（千トン） 

  
実績値 予測値 

2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 

  

期初在庫 5,800 13,430 16,120 15,360 19,950 24,200 N/A 

国内生産 78,570 80,680 80,800 86,870 94,880 93,510 N/A 

輸 入 7 218 272 15 16 25 N/A 

供給量（全体） 84,377 94,328 97,192 102,245 114,846 117,735 N/A 

  
国内消費 70,924 78,150 81,760 81,404 83,822 94,006 N/A 

輸 出 23 58 72 891 6,824 5,899 N/A 

消費量（全体） 70,947 78,208 81,832 82,295 90,646 99,905 N/A 

期末在庫 13,430 16,120 15,360 19,950 24,200 17,830 N/A 

自給率 110.8% 103.2% 98.8% 106.7% 113.2% 99.5% N/A 

（資料）米農務省(USDA)「Grain: World Markets and Trade」 

  
                                                   
88 本項以降の生産・輸出入・消費動向についてはインド国内の統計を使用しているため、需給表と数値

が一致しない場合がある。 
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2） コメ 

インドにおいて、コメは穀物生産量の約 40%を占め、最も重要な穀物である。生産量は

年によって多少のばらつきはあるものの、順調に増加してきた。インド農業省農業協力局

が毎年発表している農業調査「Agricultural Statistics at a Glance 2014」によれば、灌漑

整備の進展等により単収が増加したことで、生産量は 2011 年度作以降 1 億トンを超えて

いる。これは、中国に次ぐ世界第 2 位の生産量である。一方、作付面積は 1990 年代以降、

ほぼ横ばいで推移しており、2013 年度には約 4,400 万 ha となっている。 

インドで栽培される品種はインディカ米であり、高級米であるバスマティ米89とそれ以

外の品種に大別される。 

 

図表 2-1-10 コメ生産量と作付面積の推移（1950～2013 年度） 

 

 

年 度 
作付面積 

（百万 ha） 

生産量 

（百万トン） 

単 収 

（kg/ha） 

灌漑整備率 

（％） 

1950 30.8 20.6 668 31.7 

1960 34.1 34.6 1,013 36.8 

1970 37.6 42.2 1,123 38.4 

1980 40.2 53.6 1,336 40.7 

1990 42.7 74.3 1,740 45.5 

2000 44.7 85.0 1,901 53.6 

                                                   
89 インドやパキスタンを中心に栽培されている香り米の一種。生産量は少ないものの、最高品質のバス

マティ米は世界で最も高値で取引されている。 
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年 度 
作付面積 

（百万 ha） 

生産量 

（百万トン） 

単 収 

（kg/ha） 

灌漑整備率 

（％） 

2001 44.9 93.3 2,079 53.2 

2002 41.2 71.8 1,744 50.2 

2003 42.6 88.5 2,078 52.6 

2004 41.9 83.1 1,984 54.7 

2005 43.7 91.8 2,102 56.0 

2006 43.8 93.4 2,131 56.7 

2007 43.9 96.7 2,202 56.9 

2008 45.5 99.2 2,178 58.7 

2009 41.9 89.1 2,125 58.0 

2010 42.9 96.0 2,239 58.6 

2011 44.0 105.3 2,393 58.7 

2012 42.8 105.2 2,462 - 

2013（注） 44.0 106.5 2,424 - 

（資料）インド農業省農業協力局「Agricultural Statistics At a Glance 2014」 

（注）2013 年度の値は推計値。 

 

州別にみると、コメ生産量の上位 5 州は北西部から東部、南部に逆「く」の字を書くよ

うに位置している。コメの生産には豊かな水が必要であり、特に降水量の多い地域での栽

培が盛んであることがわかる。時期別にみると、降雨量が多い 6～9 月頃のモンスーン期

に植えつけて翌春に収穫するカリフ（夏まき）作が中心である。 

なお、上位 5 州でインド全体の生産量の 62%、作付面積の 52%を占めている。 
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図表 2-1-11 主要なコメ生産州と年間降水量の分布 

主要なコメ生産州（上位 5 州、2013年度） 年間降水量の分布 

 
 

（資料）インド農業省農業協力局 「Agricultural Statistics At a Glance 2014」を基に日本総合研究

所が作成（左）、インド地球科学省 水文気象学局ウェブサイト

（http://www.imd.gov.in/section/climate/annual-rainfall.htm）より転載（右） 

（注 1）2014 年 6 月、旧アンドラ・プラデシュ州は、「アンドラ・プラデシュ州」と「テランガナ州」に

分割された（左地図中の破線は州境を示す）。本報告書で扱うデータは両州を併せた旧アンドラ・

プラデシュ州のものである。以下、同様。 

（注 2）右地図は、色が濃くなるほど降水量が多いことを示す。 

 

州 地 域 
作付面積 割 合 生産量 割 合 単収 

（百万 ha） （％） （百万ﾄﾝ） （％） （kg/ha） 

西ﾍﾞﾝｶﾞﾙ 東部 5.5 12.5 15.3 14.4 2,786 

ｳｯﾀﾙ･ﾌﾟﾗﾃﾞｼｭ 北東部 6.0 13.6 14.6 13.7 2,447 

ｱﾝﾄﾞﾗ･ﾌﾟﾗﾃﾞｼｭ 南 部 4.5 10.3 13.0 12.2 2,891 

ﾊﾟﾝｼﾞｬﾌﾞ 北西部 2.9 6.5 11.3 10.6 3,952 

ｵﾘｯｻ 東 部 4.2 9.5 7.6 7.1 1,815 

ｲﾝﾄﾞ全体 - 44.0 100.0 106.5 100.0 2,424 

（資料）インド農業省農業協力局「Agricultural Statistics At a Glance 2014」 

 

  

パンジャブ
1,127万トン

（第4位） ウッタル・プラデシュ
1,463万トン

（第2位）

西ベンガル
1,531万トン

（第1位）
オリッサ

758万トン
（第5位）

アンドラ・プラデシュ（注1）
1,303万トン

（第3位）

【地図中の表記】
州名

生産量
順位

http://www.imd.gov.in/section/climate/annual-rainfall.htm
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3） 小麦 

小麦はコメに次いで生産量が多く、コメと同じく国民の生活に欠かせない重要な穀物で

ある。インドにおける生産量は 2011 年度で 9,000 万トンを超えている。 

特に、1960 年代の「緑の革命」で高収量品種の導入が進んだことなどにより、生産量

は大きく増加した。1950 年度以降の 10 年ごとの単収の年平均成長率をみると、1960～

1970 年度は 4.4%と他の 10 年間に比して高く、灌漑整備率も大きく上昇した。 

小麦の場合、コメとは異なり作付面積も増加傾向にある。小麦の灌漑整備率は非常に高

く、2006 年度作以降、90%以上で推移している。 

 

図表 2-1-12 小麦生産量と作付面積の推移（1950～2013 年度） 

 
 

年 度 
作付面積 

（百万 ha） 

生産量 

（百万トン） 

単 収 

（kg/ha） 

灌漑整備率 

（％） 

1950 9.8 6.5 663 34.0 

1960 12.9 11.0 851 32.7 

1970 18.2 23.8 1,307 54.3 

1980 22.3 36.3 1,630 76.5 

1990 24.2 55.1 2,281 81.1 

2000 25.7 69.7 2,708 88.1 

2001 26.3 72.8 2,762 87.4 

2002 25.2 65.8 2,610 88.0 

2003 26.6 72.2 2,713 88.4 
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（年度）
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年 度 
作付面積 

（百万 ha） 

生産量 

（百万トン） 

単 収 

（kg/ha） 

灌漑整備率 

（％） 

2004 26.4 68.6 2,602 89.4 

2005 26.5 69.4 2,619 89.6 

2006 28.0 75.8 2,708 90.2 

2007 28.0 78.6 2,802 90.9 

2008 27.8 80.7 2,907 91.3 

2009 28.5 80.8 2,839 91.7 

2010 29.1 86.9 2,988 92.1 

2011 29.9 94.9 3,177 92.9 

2012 30.0 93.5 3,117 - 

2013（注） 31.2 95.9 3,075 - 

（資料）インド農業省農業協力局 「Agricultural Statistics At a Glance 2014」 

（注）2013 年度の値は推計値。 

 

州別にみると、小麦の生産量が多い州は北部～北西部に集まっている。1 州で国全体の

生産量の 3 分の 1 弱を生産するウッタル・プラデシュ州を筆頭に、パンジャブ州、マディ

ヤ・プラデシュ州など上位 5 州でインド全体の作付面積の約 80%、生産量の約 85%を占

めている。 

これらの州は英領植民地時代に入植が行われ、独立後にはいち早く耕地整理や農村電化

が進められたため、「緑の革命」技術普及のための初期条件が整っていた地域である90。 

 

  

                                                   
90 （資料）藤田幸一「インドの農業・貿易政策の概要」（2005 年）

http://www.maff.go.jp/j/kokusai/kokusei/kaigai_nogyo/k_syokuryo/h17/pdf/h17_asia_05.pdf  

http://www.maff.go.jp/j/kokusai/kokusei/kaigai_nogyo/k_syokuryo/h17/pdf/h17_asia_05.pdf
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図表 2-1-13 主要な小麦生産州（上位 5州、2013 年度） 

 

 

州 地 域 
作付面積 割 合 生産量 割 合 単 収 

（百万 ha） （％） （百万ﾄﾝ） （％） （kg/ha） 

ｳｯﾀﾙ･ﾌﾟﾗﾃﾞｼｭ 北東部 10.0 31.9 30.3 31.5 3,038 

ﾊﾟﾝｼﾞｬﾌﾞ 北西部 3.5 11.3 17.0 17.8 4,848 

ﾏﾃﾞｨﾔ･ﾌﾟﾗﾃﾞｼｭ 中部 5.8 18.6 13.9 14.5 2,405 

ﾊﾘﾔﾅ 北部 2.5 8.0 11.8 12.3 4,722 

ﾗｼﾞｬｽﾀﾝ 北西部 2.8 9.0 8.9 9.3 3,175 

ｲﾝﾄﾞ全体 - 31.2 100.0 95.9 100.0 3,075 

（資料）インド農業省農業協力局「Agricultural Statistics At a Glance 2014」 

 

  

パンジャブ
1,704万トン

（第2位） ウッタル・プラデシュ
3,025万トン

（第1位）

マディヤ・プラデシュ
1,393万トン

（第3位）

ハリヤナ
1,180万トン

（第4位）

ラジャスタン
892万トン
（第5位）
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4） 雑穀（トウモロコシを含む） 

雑穀の作付面積は減少傾向にあるが、生産量は緩やかながら増加している。 

雑穀は土壌や気象条件が良くない環境下でも生育することから、その生産地には偏りは

なく、様々な地域で生産されている。 

 

図表 2-1-14 雑穀生産量と作付面積の推移（1950～2013 年度） 

 
 

年 度 
作付面積 

（百万 ha） 

生産量 

（百万トン） 

単 収 

（kg/ha） 

灌漑整備率 

（％） 

1950 37.7 15.4 408 7.9 

1960 45.0 23.7 528 7.7 

1970 46.0 30.6 665 8.3 

1980 41.8 29.0 695 9.2 

1990 36.3 32.7 900 9.0 

2000 30.3 31.1 1,027 12.5 

2001 29.5 33.4 1,131 11.3 

2002 27.0 26.1 966 11.0 

2003 30.8 37.6 1,221 6.6 

2004 29.0 33.5 1,153 6.6 

2005 29.1 34.1 1,172 13.0 

2006 28.7 33.9 1,182 13.4 

2007 28.5 40.8 1,431 14.2 

2008 27.5 40.0 1,459 15.3 

2009 27.7 33.6 1,212 14.4 

15.4 

43.1 

37.7 

25.7 

0

10

20

30

40

50

0

10

20

30

40

50

1950 54 58 62 66 70 74 78 82 86 90 94 98 02 06 10

生産量（左軸） 作付面積（右軸）

（百万トン） （百万ha）
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年 度 
作付面積 

（百万 ha） 

生産量 

（百万トン） 

単 収 

（kg/ha） 

灌漑整備率 

（％） 

2010 28.3 43.4 1,531 14.4 

2011 26.4 42.0 1,590 17.9 

2012 24.8 40.0 1,617 - 

2013（注） 25.7 43.1 1,677 - 

（資料）インド農業省農業協力局「Agricultural Statistics At a Glance 2014」 

（注）2013 年度の値は推計値。 

 

図表 2-1-15 主要な雑穀生産州（上位 5州、2013 年度） 

 

 

州 地 域 
作付面積 割 合 生産量 割 合 単 収 

（百万 ha） （％） （百万ﾄﾝ） （％） （kg/ha） 

ｶﾙﾅﾀｶ 南部 3.5 13.6 6.7 15.6 1,920 

ﾗｼﾞｬｽﾀﾝ 北西部 6.3 24.4 6.6 15.3 1,054 

ﾏﾊﾗｼｭﾄﾗ 西部 5.0 19.6 6.3 14.5 1,239 

ｱﾝﾄﾞﾗ･ﾌﾟﾗﾃﾞｼｭ 南部 1.4 5.6 5.5 12.8 3,865 

ｳｯﾀﾙ･ﾌﾟﾗﾃﾞｼｭ 中部 2.0 7.7 3.5 8.1 1,743 

ｲﾝﾄﾞ全体 - 25.7 100.0 43.1 100.0 1,677 

（資料）インド農業省農業協力局「Agricultural Statistics At a Glance 2014」 

  

カルナタカ
672万トン
（第1位）

ウッタル・プラデシュ
346万トン
（第5位）

アンドラ・プラデシュ
551万トン
（第4位）

マハラシュトラ
625万トン
（第3位）

ラジャスタン
660万トン
（第2位）
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5） 豆類 

2013 年度の豆類の作付面積と生産量は、それぞれ 2,520 万 ha、1,930 万トンである。

作付面積は 1950 代からほぼ横ばいであるが、単収の向上により生産量は 2 倍以上に増加

している。 

インドで栽培される主な豆類としては、西インドを原産とするヒヨコ豆（Gram）や樹

豆（Tur）が挙げられる。宗教上の理由から菜食者が多い南インドでは肉に代わる貴重な

タンパク源であり、カレーやスープなどで食されるほか、ひき割りにした粉はロティ（パ

ンの一種）の生地やパコラ（天ぷらの一種）の衣として用いられている。 

 

図表 2-1-16 豆類生産量と作付面積の推移（1950～2013 年度） 

 
 

年 度 
作付面積 

（百万 ha） 

生産量 

（百万トン） 

単 収 

（kg/ha） 

灌漑整備率 

（％） 

1950 19.1 8.4 441 9.4 

1960 23.6 12.7 539 8.0 

1970 22.5 11.8 524 8.8 

1980 22.5 10.6 473 9.0 

1990 24.7 14.3 578 10.5 

2000 20.4 11.1 544 12.5 

2001 22.0 13.4 607 13.3 

2002 20.5 11.1 543 14.4 

2003 23.5 14.9 635 13.6 

2004 22.8 13.1 577 13.9 
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年 度 
作付面積 

（百万 ha） 

生産量 

（百万トン） 

単 収 

（kg/ha） 

灌漑整備率 

（％） 

2005 22.4 13.4 598 15.0 

2006 23.2 14.2 612 15.4 

2007 23.6 14.8 625 16.2 

2008 22.1 14.6 659 16.0 

2009 23.3 14.7 630 16.2 

2010 26.4 18.2 691 14.8 

2011 24.5 17.1 699 16.1 

2012 23.3 18.3 789 - 

2013（注） 25.2 19.3 764 - 

（資料）インド農業省農業協力局「Agricultural Statistics At a Glance 2014」 

（注）2013 年度の値は推計値。 

 

(3) 農業生産の特徴 

1） 地域別特徴 

インドは、農業用水のほとんどを毎年 6 月から 9 月まで続くモンスーンがもたらす雨に

依存している。インドの農産物の大半はモンスーンの時期に植えられるため、モンスーン

によってその年の生産量が大きく変動する。 

特にコメの栽培には豊富な水や温暖な気候が必要であるため、コメの主要生産地域は年

間降水量の多い西ベンガル州、アンドラ・プラデシュ州などの東部や南部の沿岸地域、灌

漑の整備が進んでいるパンジャブ州、ウッタル・プラデシュ州など北西部である。 

小麦はコメと比べて冷涼な気候を必要とするため、主にパンジャブ州、ウッタル・プラ

デシュ州、ハリヤナ州などの北西部で栽培されている。パンジャブ州やハリヤナ州の年間

降水量は 600mm 前後と極めて少ないものの、用水路と地下水を利用した灌漑設備が普及

しており、降雨がほとんどない乾季にも小麦の栽培が可能となっている。 

雑穀は乾燥に強いため、降水量が少なく灌漑普及率も低い西部を中心に栽培されている。 
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図表 2-1-17 コメ、小麦、及び雑穀の主要生産地域 

 
（資料）インド農業省農業協力局「Agricultural Statistics At a Glance 2014」を基に日本総合研究

所が作成 

（注）2013 年度の生産量（推計値）上位 10 位を記載。 
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2） 担い手構造 

総人口の増加に伴い、農村部人口91の総数は 1950 年代以降一貫して増加している。2011

年の農村部人口は 8 億 3,375 万人で、総人口（12 億 1,085 万人）の約 70％を占めている。

経済発展による都市化の進展に伴って、総人口に占める農村部人口の割合は年々減少して

いるものの、依然として農村部人口は都市部人口と比較して圧倒的に多い。 

 

図表 2-1-18 総人口に占める農村部人口の推移 

 

（資料）インド農業省農業協力局「Agricultural Statistics At a Glance 2014」 

 

総人口に占める農業従事者（Agricultural Workers）92の割合は 1961 年の 29.8％を境

に減少し、その後は 22％前後をほぼ横ばいで推移している。一方、農村部人口に占める農

業従事者数の割合は、総人口に占める農業従事者数の割合と同じく 1961 年をピークに一

旦は減少したものの、1980 年代以降は緩やかな増加傾向にある。 

このように、農業以外の産業に従事する人口が増加している中にあって、農村部におい

ては人口増加とともに農業に携わる人口が総数・割合ともに増加している。このことから、

農業は農村部における労働人口の受け皿として機能しており、その重要性は高まっている

と考えられる。 

  

                                                   
91 農村部に居住する人口であり、農業に従事していない者も含む。 
92 耕作者（Cultivators）と農業労働者（Agricultural Labourers）の合計値。耕作者とは、自ら所有す

るあるいは政府や民間の個人、組織より借りた土地で耕作を行う者を、また農業労働者とは自らは土

地を持たず、他人の土地で賃労働する者を指す（本データの出所には単語の定義に関する記載がないた

め、Census 2001 による定義を借用している）。 
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図表 2-1-19 総人口と農村部人口に占める農業従事者の割合（1951～2011 年） 

 

（資料）インド農業省農業協力局「Agricultural Statistics At a Glance 2014」 

 

次に、土地の所有者形態別に、所有農地面積の割合の推移をみると、全体的な傾向とし

て所有者の規模（人数）が個人93、共同94、組織95と大きくなるにつれて、より大きな規模

で農地が所有される傾向にある。 

また、個人所有及び共同所有においてはより小規模な単位での所有の割合が増加傾向に

ある。具体的には、個人所有及び共同所有においては 1ha 以上 5ha 未満の単位で所有さ

れている土地が全体の半分近くを占めており、1ha 未満の所有と併せてその割合は増加傾

向にある。一方、5ha 以上 10ha 未満、及び 10ha 以上での所有は個人及び共同所有とも

に減少傾向にある。 

先進国などでは、大規模な経営主体が農地面積の大半を保有する傾向があるが、インド

では農地面積全体に占める大規模経営主体のシェアはむしろ低下しており、経営面積の零

細化が進んでいる。その背景として、男子均分相続96が維持されているため、相続のたび

に農地が細分化されることや、農家間での農業用水やポンプの売買、機械作業の請負など

農村におけるインフォーマルセクターの活動が発達しているため、小規模農家であっても

投資額の大きな農業機械にアクセスしやすいことなどが指摘されている97。 

なお、所有者形態の割合を所有者数からみると、2010 年度で 85%以上が個人所有、残

                                                   
93 当該地が一個人または世帯（household）に属するグループによって運営されている場合、その所有者

を「個人所有者(Indivisual (holder))」と呼ぶ。 
94異なる世帯に属する 2人以上が、農地の運営にかかる経済的及び技術的責任をパートナーとして共同で

負っている場合、その所有者を「共同所有者(Joint(holder))」と呼ぶ。 
95政府系農場、サトウキビ工場、共同農場といった土地や、トラスト（trusts）により管理される土地を、

「組織所有(Institutional Holdings)」と定義する。 
96長子のみが家督をすべて受け継ぐ長子単独相続制に対して、諸子それぞれの相続分を均等にする相続形

態。 
97石上悦明、佐藤隆広編『シリーズ・現代の世界経済第 6 巻 現代インド・南アジア経済論』第 6 章、2011
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りが共同所有となっており、組織による所有は全体からみるとごくわずかである。 

 

図表 2-1-20 所有規模別に見た農地面積割合の推移 

個人所有 共同所有 

  

組織所有 全 体 

  

（資料）インド農業省農業協力局「Agriculture Census 2010-2011」 

 

図表 2-1-21 所有者数による各所有者形態の割合（2010 年度） 

 

（資料）インド農業省農業協力局「Agriculture Census 2010-2011」 
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平均保有農地面積を州別に比較すると、所有者形態により順位が大きく異なる。全体と

しては、北西部のパキスタン国境沿いに位置する州や、北東部の州の保有農地面積が広い。 

 

図表 2-1-22 平均保有農地面積（州・連邦直轄地別、2010年度） 

（Ha） 

 
州／準州／直轄領名 個人所有 共同所有 組織所有 全 体 

1 アンダマン・ニコバル諸島連邦直轄領 1.49 2.52 6.18 1.85 

2 アンドラ・プラデシュ州 1.08 1.54 9.13 1.08 

3 アルナーチャル・プラデシュ州 3.57 0.98 1.30 3.51 

4 アッサム州 1.00 2.40 51.37 1.10 

5 ビハール州 0.38 0.50 1.04 0.39 

6 チャンディガル連邦直轄領 0.75 1.40 0.00 1.29 

7 チャッティスガル州 1.33 8.55 9.32 1.36 

8 ダドラおよびナガル・ハヴェリ連邦直轄領 1.09 2.01 3.40 1.38 

9 ダマン･ディウ連邦直轄領 0.33 0.46 3.03 0.38 

10 デリー連邦直轄領 0.86 1.88 1.27 1.45 

11 ゴア州 1.08 2.46 16.40 1.14 

12 グジャラート州 2.06 1.94 15.57 2.03 

13 ハリヤナ州 1.57 2.48 9.17 2.25 

14 ヒマーチャル・プラデシュ州 0.99 2.80 6.99 0.99 

15 ジャンムー・カシミール州 0.53 0.80 3.72 0.62 

16 ジャルカンド州 0.95 1.80 2.63 1.17 

17 カルナタカ州 1.54 1.85 5.78 1.55 

18 ケララ州 0.21 0.78 2.02 0.22 

19 ラクシャドウィープ連邦直轄領 0.25 0.41 0.46 0.27 

20 マディヤ・プラデシュ州 1.77 2.03 9.49 1.78 

21 マハラシュトラ州 1.44 1.50 3.96 1.44 

22 マニプル州 1.14 0.00 7.00 1.14 

23 メガラヤ州 1.37 0.00 1.53 1.37 

24 ミゾラム州 1.14 0.00 1.81 1.14 

25 ナガランド州 6.03 0.00 4.17 6.02 

26 オリッサ州 1.03 1.71 28.14 1.04 

27 プドゥシェリ連邦直轄領 0.61 0.84 3.45 0.66 

28 パンジャブ州 3.75 11.53 12.45 3.77 

29 ラジャスタン州 2.78 4.02 8.51 3.07 

30 シッキム州 1.40 0.00 3.38 1.42 

31 タミル・ナドゥ州 0.79 0.60 6.82 0.80 

32 トリプラ州 0.49 0.61 1.80 0.49 

33 ウッタル・プラデシュ州 0.64 0.91 2.45 0.76 

34 ウッタラカンド州 0.77 1.33 6.34 0.89 

35 西ベンガル州 0.74 0.00 47.49 0.77 

インド全体 1.10 1.39 6.46 1.15 

（資料）インド農業省農業協力局「Agricultural Census Data Base」 

（注）網掛けは各区分で上位 5 位の州を示す。  
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(4) 主要農産物の輸出入動向 

インドにおける穀物の輸出入動向は天候（モンスーン等）や国内の需給動向に影響を受

けやすく、年によって大きく変動することが特徴である。 

以下では、主要農産物であるコメと小麦について、輸出入動向をとりまとめた。 

 

1） コメ 

コメの輸出量は 2012 年度、2013 年度ともに 1,000 万トンを超え、2013 年度にはタイ

に次いで世界第 2 位のコメ輸出国となった98。品種別では、高級香り米であるバスマティ

米が輸出量全体の約 3 割（2013 年度）を占めている。 

単価をみると、2008 年度から 2010 年度にかけて高騰しているが、これは低価格の非バ

スマティ米の輸出が規制されたことによる。詳細については後述する。 

コメの輸入はほとんど行われておらず、年数百トン規模で推移している。 

 

図表 2-1-23 コメ（注 1）の輸出量と単価の推移（2000～2013年度） 

 

 

年 度 

輸 出 輸 入 

輸出量 

（万トン） 

輸出額 

（百万ドル） 

単 価（注 2） 

（ドル/トン） 

輸入量 

（トン） 

輸入額 

（百万ドル） 

2000 153 644 420 13,193 3.89 

2001 221 666 301 62 0.01 

2002 506 1,218 241 872 0.23 

2003 341 907 266 55 0.06 

2004 478 1,507 315 - - 

2005 409 1,405 344 260 0.08 

                                                   
98（資料）農務省(USDA)「Grain: World Markets and Trade」（2015 年 4 月） 
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年 度 

輸 出 輸 入 

輸出量 

（万トン） 

輸出額 

（百万ドル） 

単 価（注 2） 

（ドル/トン） 

輸入量 

（トン） 

輸入額 

（百万ドル） 

2006 475 1,557 328 162 0.09 

2007 647 2,928 453 145 0.11 

2008 249 2,454 986 85 0.11 

2009 216 2,366 1,097 66 0.08 

2010 247 2,545 1,032 187 0.20 

2011 718 4,940 689 1,060 1.16 

2012 1,015 6,216 613 718 0.73 

2013 1,090 7,790 715 1,442 1.37 

（資料）インド商工省「Export Import Data Bank Version 7.2」 

（注 1）HS コード 1006（RICE）で集計。 

（注 2）単価＝輸出額／輸出量 

 

主な輸出先は中東地域とアフリカ地域であり、2013 年度における輸出先上位国（輸出

額ベース）は、イラン（19.2 億ドル、シェア 24.6％）、サウジアラビア（12.0 億ドル、同

15.3％）、ベナン（4.9 億ドル、同 6.3％）となっている。 

これら地域では所得の向上に伴ってコメ食文化が浸透しつつある。また、インド米はタ

イ米やベトナム米と比較して低価格であるため、中東やアフリカからの需要は増加してお

り、今後もこれら諸国への輸出が中心になると考えられる。 

 

図表 2-1-24 コメ（注 1）の主要輸出先国（2013 年度） 

（百万ドル） 

 国 名 輸出額   国 名 輸出額 

1 イラン 1,918.6  6 クウェート 265.7 

2 サウジアラビア 1,195.4  7 バングラデシュ 251.2 

3 ベナン 488.0  8 イエメン 223.3 

4 アラブ首長国連邦 313.6  9 セネガル 195.8 

5 イラク 283.4  10 南アフリカ 174.5 

（資料）インド商工省「Export Import Data Bank Version 7.2」 

（注 1）HS コード 1006（RICE）で集計。 

（注 2）輸出量についてはデータなし。 

 

  



111 

 

2） 小麦 

小麦の輸出量は、インド政府が輸出禁止措置を解除した 2011 年度以降急増し、2012 年

度には 652 万トン、2013 年度には 557 万トン（世界第 8 位、全世界の輸出量の約 3％99）

に達した。2007～2010 年度にかけては、政府備蓄の減少により政府間輸出以外の輸出が

規制されていたため、輸出量はごくわずかである。一方、世界的な小麦の不作による国際

価格の高騰を受けて、輸出単価は急上昇した。 

輸入量はコメと同様に少なく、年数百～数十万トン規模で推移している。ただし、2006

～2007 年度にかけては、小麦の不作によって政府の備蓄量が減少したため、従来の輸入

量を大きく上回る 608 万トン（2006 年度）、179 万トン（2007 年度）をそれぞれ輸入し

ている。 

 

図表 2-1-25 小麦（注 1）の輸出量と単価の推移（2000～2013年度） 

 

 

年 度 

輸 出 輸 入 

輸出量 

（万トン） 

輸出額 

（百万ドル） 

単 価（注 2） 

（ドル/トン） 

輸入量 

（トン） 

輸入額 

（百万ドル） 

2000 81 91 112 4,224 1 

2001 265 279 105 1,352 0 

2002 367 364 99 - - 

2003 409 520 127 457 0 

2004 201 325 162 222 0 

2005 75 126 169 - - 

2006 5 8 166 6,079,555 1,291 

2007 0 0 253 1,793,209 672 

                                                   
99米農務省(USDA) 「Grain: World Markets and Trade」（2015 年 4 月） 
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年 度 

輸 出 輸 入 

輸出量 

（万トン） 

輸出額 

（百万ドル） 

単 価（注 2） 

（ドル/トン） 

輸入量 

（トン） 

輸入額 

（百万ドル） 

2008 0 0 268 20 0 

2009 0 0 341 164,383 50 

2010 0 0 380 185,280 55 

2011 74 202 273 22 0 

2012 652 1,934 297 2,944 1 

2013 557 1,569 282 11,271 4 

（資料）インド商工省「Export Import Data Bank Version 7.2」 

（注 1）HS コード 1001（WHEAT AND MESLIN）で集計。 

（注 2）単価＝輸出額／輸出量 

 

主な輸出先は東南アジア地域と中東地域であり、2013 年度における輸出先上位国（輸

出額ベース）は、バングラデシュ（5.3 億ドル、シェア 33.6％）、韓国（2.2億ドル、同 14.1％）、

アラブ首長国連邦（1.9 億ドル、同 12.2％）となっている。 

 

図表 2-1-26 小麦（注 1）の主要輸出先国（2013 年度） 

（百万ドル） 

 国 名 輸出額   国 名 輸出額 

1 バングラデシュ 527.4  6 イエメン 86.3 

2 韓国 221.0  7 オマーン 50.8 

3 アラブ首長国連邦 191.9  8 サウジアラビア 40.0 

4 インドネシア 95.9  9 アフガニスタン 38.0 

5 ジブチ 87.0  10 フィリピン 30.2 

（資料）インド商工省「Export Import Data Bank Version 7.2」 

（注 1）HS コード 1001（WHEAT AND MESLIN）で集計。 

（注 2）輸出量についてはデータなし。 

 

(5) 農産物の消費動向 

以下では、インドにおける農産物などの消費動向を所得別に概観する。 

インド国家統計局は、1 カ月の 1 人当たり消費支出に応じて、12 の階層（Monthly Per 

Capita Consumption Expenditure：MPCE）を定義している。MPCE 区分の定義は下表

のとおりであり、数字が大きくなるほど支出が多く裕福な層であることを示す。 

 

  



113 

 

図表 2-1-27 支出階層（MPCE 区分）の定義 

（ルピー／人・月） 

MPCE 
区分 

農村部 都市部 

ルピー ドル（注） ルピー ドル 

1 0 – 235 0 – 5.2 0 – 335 0 – 6.7 

2 235 – 270  5.2 – 5.9 335 – 395 6.7 – 8.8 

3 270 – 320  5.9 – 7.1 395 – 485 8.8 – 10.8 

4 320 – 365  7.1 – 8.1 485 – 580 10.8 – 12.9 

5 365 – 410  8.1 – 9.1 580 – 675 12.9 – 15.0 

6 410 – 455  9.1 – 10.1 675 – 790 15.0 – 17.5 

7 455 – 510  10.1 – 11.3 790 – 930 17.5 – 20.6 

8 510 – 580  11.3 – 12.9 930 – 1,100 20.6 – 24.4 

9 580 – 690  12.9 – 15.3 1,100 – 1,380 24.4 – 30.6 

10 690 – 890  15.3 – 19.8 1,380 – 1,880 30.6 – 41.7 

11 890 – 1,155  19.8 – 25.6 1,880 – 2,540 41.7 – 56.4 

12 1,155 以上 25.6 以上 2,540 以上 56.4 以上 

（資料）インド国家統計局「Nutritional Intake in India 2004-2005」 

（注）2005 年 1 月のレート（1 ルピー＝0.0222 ドル）で換算。 

（為替レート出所）日本銀行「報告省令レート（平成 17 年 1 月分）」 

 

支出階層別にカロリー摂取量をみると、階層が低いほど摂取量が少ない世帯数が多い。

1 人 1 日あたり 2,700kcal を 100%とすると、MPCE グループの中で半数以上の世帯が

100%のカロリーを摂取できているのは、農村部では MPCE9 以上（1 人 1 カ月あたりの

支出が 580 ルピー以上）、都市部では MPCE10 以上（同 1,380 ルピー以上）の世帯であり、

残りの階層では大半の世帯で基準を満たしていない。 

 

図表 2-1-28 全体に占める各カロリー摂取レベル世帯の割合（農村部） 

 

（資料）インド国家統計局「Nutritional Intake in India 2004-2005」  
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図表 2-1-29 支出階層別カロリー摂取レベル 

 

農村部 都市部 

70
％
未
満 

70-

80
％ 

80-

90
％ 

90-

100
％ 

100
％
以
上 

合 

計 

70
％
未
満 

70-

80
％ 

80-

90
％ 

90-
100
％ 

100
％
以
上 

合 

計 

1 63% 20% 11% 4% 2% 100% 64% 18% 11% 5% 3% 100% 

2 39% 28% 18% 9% 6% 100% 37% 28% 20% 8% 6% 100% 

3 29% 26% 22% 13% 10% 100% 32% 25% 22% 11% 11% 100% 

4 20% 24% 23% 17% 16% 100% 23% 24% 22% 15% 16% 100% 

5 14% 19% 25% 19% 23% 100% 18% 22% 25% 16% 19% 100% 

6 10% 17% 22% 21% 30% 100% 13% 18% 25% 20% 25% 100% 

7 7% 15% 20% 21% 37% 100% 9% 16% 22% 21% 31% 100% 

8 5% 11% 19% 21% 44% 100% 8% 12% 21% 22% 37% 100% 

9 4% 8% 14% 19% 54% 100% 5% 9% 18% 20% 48% 100% 

10 3% 6% 11% 17% 64% 100% 3% 6% 14% 19% 58% 100% 

11 2% 4% 8% 13% 74% 100% 2% 4% 9% 15% 71% 100% 

12 2% 3% 6% 9% 81% 100% 2% 2% 5% 11% 79% 100% 

平 均 13% 14% 17% 16% 39% 100% 14% 14% 18% 17% 37% 100% 

（資料）インド国家統計局「Nutritional Intake in India 2004-2005」 

（注）2,700kcal を基準としたカロリー摂取レベル。 

 

タンパク質摂取源をみると、農村部・都市部ともに穀物からの摂取が最も多く、全体の

50％以上を占めている。ただし、都市部では農村部よりも穀物が占める割合は低く、牛乳・

乳製品や肉・魚・卵などの占める割合が高い。 

支出階層別にみると、支出が少ない世帯ほど穀物からの摂取量が多く、支出の上昇に伴

って穀物以外からの摂取量が増える傾向にある。このことから、栄養摂取源に占める穀物

の重要性は支出階層レベルが低いほど高いことがわかる。 

また、インドに特徴的な消費動向として、支出階層が上位になるにつれて、都市部・農

村部ともに牛乳・乳製品の摂取量が急増している。一般的には、所得の向上に伴って肉類

の消費が増える傾向があるが、宗教上の理由などから菜食主義者が多いインドでは、肉・

魚類の代わりに牛乳・乳製品が重要な動物性タンパク質の摂取源となっている。100 

  

                                                   
100藤田幸一「インド－経済成長下における食糧安全保障の強化－」（谷口信和編『世界の農政と日本』農

林統計協会、2014 年） 
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図表 2-1-30 都市・農村別タンパク質摂取源（平均） 

 

 

図表 2-1-31 支出階層別タンパク質摂取源 
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1 80%  9%  1%  2%  8%  100% 74%  8%  4%  3%  10%  100% 

2 77%  9%  3%  2%  10%  100% 72%  9%  6%  4%  10%  100% 

3 76%  9%  4%  3%  9%  100% 68%  10%  7%  5%  10%  100% 

4 73%  9%  5%  3%  11%  100% 60%  9%  8%  4%  19%  100% 

5 72%  9%  6%  3%  10%  100% 61%  11%  10%  5%  13%  100% 

6 70%  9%  7%  3%  10%  100% 60%  11%  11%  6%  13%  100% 

7 68%  9%  9%  3%  10%  100% 58%  12%  13%  5%  13%  100% 

8 66%  9%  10%  4%  11%  100% 54%  11%  13%  5%  16%  100% 

9 63%  10%  11%  4%  12%  100% 52%  12%  15%  6%  14%  100% 

10 59%  10%  14%  5%  12%  100% 48%  12%  17%  6%  16%  100% 

11 56%  10%  17%  5%  12%  100% 43%  12%  19%  7%  19%  100% 

12 50%  11%  16%  8%  14%  100% 38%  12%  20%  7%  24%  100% 

平 均 66%  9%  9%  4%  11%  100% 56%  11%  12%  5%  15%  100% 

（資料）インド国家統計局「Nutritional Intake in India 2004-2005」 
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２．農業政策・制度 

(1) インドにおける農業政策・制度の変遷 

インドでは独立直後から、土地改革や協同組合の組織化といった制度改革が重点的に進

められた。しかしながら、1960 年代半ばに大規模な干ばつに見舞われたことを契機に、

インドの農業政策はそれまでの制度改革から、生産力増強による国内自給の達成へと方向

転換された。101 

まず、灌漑の整備、優良品種・肥料・農薬の導入、農村の電化・機械化などを中心とし

た「緑の革命」に多額の補助金を投入し、穀物の増産が推進された。「緑の革命」は 1960

年代半ばに小麦を対象に始まり、1970 年代半ば以降はコメやその他の作物にも広がった。

これにより、1970 年代末までには主要穀物であるコメと小麦の自給が達成され、以後も

年によって多少の増減があるものの、現在まで増加傾向を続けている。 

さらに、1960 年代半ばから「公的分配システム（Public Distribution System: PDS）」

と呼ばれる食料安全保障制度を導入し、生産された穀物を農民から無制限に買い上げ、市

場価格よりも低価格で国民に配給するようになった。PDS は現在に至るまでインドの農業

における中心的な政策であり、詳細については後述する。 

これら一連の政策によって、インドは主要農産物の自給を達成し、農村の貧困問題も一

定程度改善された。その一方で、「緑の革命」や PDS のために投入された補助金が政府の

財政を圧迫するようになった。また、自給の達成により、1990 年代以降一人あたり食料

需要は頭打ちとなり、それに伴って農業成長は減速に転じた。102 

2012 年から開始された「国家開発第 12 次五カ年計画（2012～2016 年度）」では、農業

部門の年平均成長率目標値が 4.0％に設定されている。計画初年度の 2012 年度においては、

目標値の 2.0％に対して実績値は 1.4％にとどまった。 

 

図表 2-2-1 第 12次五カ年計画における農林水産業分野の目標成長率と実績値 

 2012 年度 2013 年度 2014 年度 2015 年度 2016 年度 平均成長率 

目標値 2.0% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.0% 

実績値 1.4% N/A N/A N/A N/A N/A 

（資料）インド計画委員会、中央統計局を基に日本総合研究所が作成 
 

  

                                                   
101藤田幸一「インド－経済成長下における食糧安全保障の強化－」（谷口信和編『世界の農政と日本』農

林統計協会、2014 年） 
102藤田幸一「インド－経済成長下における食糧安全保障の強化－」（谷口信和編『世界の農政と日本』農

林統計協会、2014 年） 
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(2) 公的分配システム（PDS）の現状と課題 

1） 公的分配システム（PDS）の概要 

インド政府は、1960 年代半ばに同国が干ばつによって食料危機に陥ったことを契機に、

穀物などの買付・配給制度として PDS を導入した。PDS の主な目的は、①低所得層に対

する食料の安定供給、に加えて、②緩衝在庫の保持による農産物価格の安定化、③価格支

持（買上価格の保証）による生産者への増産のインセンティブである。 

インド政府は PDS の下で、主に貧困層を対象に市場価格を大幅に下回る価格で特定穀

物を配給している。配給の対象とされる穀物はコメ、小麦、雑穀であるが、なかでもコメ

と小麦が重要である。コメについてはバスマティ米以外のすべてが PDS の対象とされて

いる。穀物以外では、砂糖、食用油、燃料油なども PDS の対象品目に含まれている。 

 

2） PDS における配給メカニズム 

PDS を管轄しているのは中央政府の消費者省・食料公的分配局（Department of Food 

and Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs）であるが、買付と各州政府（連

邦直轄領を含む。以下同じ）への売り渡しはインド食料公社（Food Corporation of India：

FCI）が管轄している。実際の買付は、地方分権化（Decentralization）の下、FCI と各

州政府が共同で実施している。さらに、州政府は、各州における PDS の配給対象者（指

定を受けた貧困層）の選定、配給票（Ration Card）の発行、公正価格店（Fair Price Shop：

FPS）の監督などを行っている。 

一般的な食料の流通ルートと PDS における流通ルートを以下に示した。 

 

図表 2-2-2 穀物（コメ）の流通ルート図 

 
（資料）現地ヒアリング結果、各種資料を基に日本総合研究所が作成 
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政府調達は、売り渡しを希望する農業生産者またはその代理商が公設卸売市場（一般取

引ルートと共通）や州政府が開設する調達センターに持ち込み、これを FCI や州政府機関

が、政府が定める最低保証価格である最低支持価格（Minimum Support Price：MSP）

で買い取る。MSP の決定方法については後述する。 

ただし、買取の実施形態の詳細は州によって異なる。多くの州では、州レベルでの調達

は FCI ではなく、州政府の関連機関である州食料公社が地場での調達を行い、これを FCI

に売り渡すという方式が採られている。実際、PDS の下で 2013 年度（10 月～翌年 9 月）

に調達されたコメの 88％は州政府によって調達された103。このような州レベルの調達は

各州政府の裁量に任されており、各州政府が独自の判断で調達を行っている。 

FCI の買付は穀物の生産に余剰がある州で集中的に行われ、穀物が不足している州へ輸

送されている。2013 年度に他州への輸送が 100 万トンを超えた州は全部で 6 州で、大き

い順に①パンジャブ州（コメと小麦を合わせて 1,987 万トン）、②ハリヤナ州（同 1,033

万トン）、③アンドラ・プラデシュ州（同 333 万トン）、④マディヤ・プラデシュ州（同

267 万トン）、⑤チャッティスガル州（同 202 万トン）、⑥オリッサ州（同 103 万トン）で

ある。これら 6 州で州境を越える輸送全体の 99％を占めた。104 

FCI と州政府機関による買付において、MSP での買上量の上限は設定されておらず、

生産者が希望すれば、原則、無制限に買上を行う。また、生産者は FCI や州政府機関への

販売を強制されていない。すなわち、FCI や州政府機関に売るか、それとも市場で売るか

について、生産者は自分にとって利益の大きい方を選ぶことができる。 

一方、FCI や州政府機関は、生産者から最低支持価格（MSP）の水準で調達したコメ（籾）

の量が不十分な場合、精米業者から必要量のコメ（精米）を強制的に買い付けることがで

きる。これは、穀物の中でもコメのみに適用される強制調達制度である。強制調達によっ

て調達する量や対象は州ごとに決められる。買上価格は MSP に一定のマージンを加えた

強制調達価格が別途設定されるが、州により異なる。そして、州政府機関が買い取ったも

のは FCI に売られる。FCI は、備蓄分を確保した上で各州政府に分配する。 

PDS の下での食料の配給対象者への分配は各州政府が管轄している。州政府は、地域の

公正価格店（FPS）を通じて、配給対象者に定められた価格で販売する。FPS は、各州で

PDS に関する販売認可を受けた小売店であり、2014 年 3 月末時点で、インド全土で 51

万 5,000 店舗が運営されている105。 

州内の食料供給が不足した場合、州政府はインド政府を通じて FCI へ要請し、FCI が必

要とされる食料の調達を行う。各州政府は、中央政府が定める中央売渡価格（Central Issue 

Price：CIP）価格で FCI から食料を買い取ったのち、各州政府の裁量によって、FPS で

受給対象者に配給する。 

                                                   
103（資料）インド消費者省・食料公的分配局「Annual Report 2013-14」 
104（資料）インド消費者省・食料公的分配局「Annual Report 2013-14」 
105（資料）インド消費者省・食料公的分配局「Annual Report 2013-14」 
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3） 最低支持価格（MSP）の決定 

最低支持価格（MSP）は、消費者省・食料公的分配局の関連機関である農業費用価格委

員会（Commission on Agricultural Costs and Prices：CACP）が、農業生産者の実際の

生産コストに生産者の適切な利益を加えて、その年の最低支持価格案を算出し、政府に勧

告する。 

これを受けて政府は、生産者の供給意欲を高めるための価格水準や、その時点の備蓄量

と今後の備蓄見通し、低所得者層への分配に必要な量などを勘案して、最終的な最低支持

価格を決定する。 

最低支持価格は、生産者の生産意欲を高めることも重要な目的である。このため、原則

的にカリフ期の作付が行われる前に最低支持価格を公表することになっているが、この時

期はモンスーンの状況によって作柄が変わりうることもあり、実際には作付前の公表は困

難になっている。さらに、コメの不作などで政府の調達目標の実現に支障が出そうな状況

となった場合、年度途中に最低支持価格が引き上げられることもある。 

農業費用価格委員会の勧告は年度初めの 1 回だけであり、基本的に、市場価格の動きに

よって調整されることはない。年度途中での見直しなどは、消費者省・食料公的分配局が

対応する。 

州によっては、州政府が独自の権限と予算で、市場価格を上回る価格で農業生産者から

購入することもある。州政府による設定価格は「農家へのボーナス」としてしばしば批判

されるが、このような州政府の施策に対して中央政府の介入は行われない。 

 

4） 受益者選別型公的分配システム（TPDS）の導入 

1990 年代に政府が農産物の最低支持価格（MSP）と中央売渡価格（CIP）を引き上げ

た。最低支持価格の引き上げは生産者からの買付量の増加を、一方、中央売渡価格の引き

上げは配給価格の上昇による配給量の減少を引き起こした。これにより、政府は過剰な穀

物在庫と膨大な財政負担を抱え、貧困層は食料の確保が困難となった。 

こうした反省から、政府は 1997 年 6 月、それまでのすべての国民に共通なユニバーサ

ル制度であった PDS に、貧困線以下の世帯への配給をそれ以外の世帯に優先する「受益

者選別型公的分配システム（Targeted Public Distribution System：TPDS）」を導入した。

TPDS の下、貧困線以下の受益者（Below Poverty Line：BPL）は、貧困線以上の受益者

（Above Poverty Line：APL）より安い価格で配給を受けることになった。また、2000

年 12 月には BPL の中の最貧困家計を対象にした配給計画となるアントヨダヤ食料計画

（Antyodaya Anna Yojana：AAY）が導入された。 
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5） TPDS による食料配給の現状 

①TPDS の対象者数と配給量 

TPDS の対象者数は、主な受給者である①BPL（貧困線以下）が 4,020 万世帯（約

1 億 9,000 万人）、②AAY（極貧層）が 2,500 万世帯（約 1 億 1,900 万人）であり、

BPL と AAY で全人口の 3 割弱を占めると考えられる106。 

なお、③APL も余剰がある場合には BPL や AAY と同様に配給を受けることが可

能である。APL の世帯数は 1 億 1,520 万世帯（約 5 億 5,300 万人）とされ、APL を

含めた TPDS の対象者数は約 8 億 6,300 万人で、全人口の約 7 割に相当する。 

 

図表 2-2-3 TPDSの対象者数 

区分 対象世帯数（万世帯） 対象人数（万人）（注） 全世帯数に占める割合 

   AAY 2,500 11,893 10.1% 

 BPL 4,020 19,125 16.2% 

 AAY+BPL 6,520 31,018 26.2% 

 APL 11,520 55,296 46.4% 

TPDS 全体 18,040 86,314 72.6% 

インド全体 24,841 119,237 100.0% 

（資料）インド消費者省・食料公的分配局「Annual Report 2013-14」、インド内政省「Census 2011」を

基に日本総合研究所が作成 

（注）インド内政省「Census 2011」に基づき、インド全体の 1 世帯あたり平均人数を 4.8 人とした場合

の推計値。端数切捨てのため、合計は必ずしも一致しない場合がある。 

 

配給量について、BPL と AAY は家計あたり 35kg／月が配給される。APL に対し

ては余剰のある場合のみ家計あたり 15～35kg／月が配給される。 

2011 年度現在の貧困線の定義は 1 日当たり農村部で 27 ルピー／人、都市部で 33

ルピー／人であり107、インフレ率などに応じてインド計画委員会によって適宜見直

されている108。AAY への配給価格は中央政府が決定しており、2016 年 5 月まではコ

メが 3 ルピー／kg、小麦が 2 ルピー／kg で固定されている。一方、BPL への配給価

格は、中央売渡価格（CIP）に輸送費、手数料、公正価格店（FPS）オーナーへの利

益配分などを加え、州政府が決定する。タミル・ナドゥ州やアンドラ・プラデシュ州

などの財政が潤沢な州は、州がこれらコストの一部を負担している。 

 

                                                   
106BPL および AAY の世帯数は、2014 年 3 月 31 日時点の推計値。 
107インド計画委員会「Press Note on Porverty Estimates, 2011-2012」（2013 年 6 月） 
108計画委員会の専門部会が 2014 年 7 月に提出した勧告では、貧困線の定義を農村部で 1 日当たり 32 ルピ

ー／人、都市部で 47 ルピー／人に上方修正することが提案されている。この新基準が採用されれば、

貧困層の数は約 1 億人増加すると推計される。 
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②TPDS における穀物の割当量と配給量  

インドにおける食料の分配には 3 つの概念がある。第 1 は割当量（Allocation）で、

インド食料公社（FCI）が各州政府に穀物を売り渡す上限量に相当する。第 2 は買上

量（Procurement）で、割当量に対して FCI が直接あるいは州政府機関経由で生産

者から調達する数量である。第 3 は配給量（Offtake）で、中央機関においては FCI

が州へ売り渡した数量、州においては公正価格店から配給対象者（配給票保有者）に

売り渡した数量である。109 

2003～2014 年度にかけての、TPDS の下での割当量と配給量は以下のとおりであ

る。 

インドのコメ、小麦の生産量の約 3 割は FCI によって調達され、TPDS の下で貧

困者を中心とした受給対象者に配給されている。 

近年、政府は割当量以上の穀物を買い上げており、その一方で配給量は割当量を下

回る状況が続いていたが、2013 年度以降は買上量の減少により、割当量と買上量の

差分は小さくなっている。 

 

図表 2-2-4 TPDSにおける穀物の割当量と配給量 

 

  

                                                   
109（資料）首藤久人「公的分配システムをめぐる穀物市場の課題」『躍動するインド経済―光と陰』第 3

章、2006 年 
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（万トン） 

年 度 
割当量 

（Allocation） 

FCI による買上量（Procurement） 
配給量 

（Offtake） 
合計 

 コ メ 小 麦 

2003 7,166.3 3,862.9 2,282.8 1,580.1 2,419.4 

2004 7,207.6 4,147.9 2,468.4 1,679.5 2,493.6 

2005 7,143.7 4,244.3 2,765.6 1,478.7 2,565.7 

2006 5,797.4 3,433.3 2,510.7 922.6 2,627.8 

2007 3,914.9 3,986.4 2,873.6 1,112.8 2,810.9 

2008 3,810.7 5,679.3 3,410.4 2,268.9 2,571.2 

2009 4,760.3 5,741.6 3,203.4 2,538.2 4,240.3 

2010 4,754.7 5,671.2 3,419.8 2,251.4 4,372.1 

2011 4,887.7 6,336.1 3,502.6 2,833.5 4,310.2 

2012 5,046.8 7,216.8 3,402.0 3,814.8 4,487.6 

2013 5,010.3 5,986.7 3,184.5 2,509.2 4,452.7 

2014（注） 4,760.9 4,910.4 2,108.2 2,802.2 4,071.5 

（資料）インド農業省「Agricultural Statistics At A Glance 2014」、インド食料公社、インド消費者

省・食料公的分配局「Food Grain Bulletin」（2015 年 2 月） 

（注）2014 年度は 2015 年 2 月までの値。 

 

なお、2012 年度までの買上量増加の背景には、FCI の生産者からの買付価格であ

る MSP が引き上げられてきたことが挙げられる。 

FCI の MSP と中央引渡価格（CIP）の推移をみると、2000 年代以降コメ、小麦と

もに MSP が CIP を上回る逆ザヤとなっていること、また MSP が 2000 年代以降一

貫して引き上げられていることが分かる。なお、MSP は生産者に対する重要な支援

策として位置づけられているため、今後も上昇が続くと考えられる110。 

 

  

                                                   
110農業費用価格委員会（CACP）は、2015 年度のコメの MSP を 100g あたり 50 ルピー値上げするように中

央政府に勧告している。 

（資料）農林水産省「海外食料需給レポート」（2015 年 4月） 
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図表 2-2-5 主要穀物の最低支持価格（MSP）と中央卸売価格（CIP）の推移 

 
（注）CIP は BPL への引渡価格。 

（ルピー/100Kg） 

年 度 

籾米（Grade A） 小 麦 

最低支持価格 

（MSP） 

中央引渡価格（CIP） 最低支持価格

（MSP） 

中央引渡価格（CIP） 

APL BPL AAY APL BPL AAY 

1999 520 905 350 ― 550 682 250 ― 

2000 

（注 1） 
540 1,130 565 300 580 830 415 200 

2001 560 830 565 300 610 610 415 200 

2002 560 (+20) 830 565 300 620 610 415 200 

2003 580 830 565 300 620 (+10) 610 415 200 

2004 590 830 565 300 630 610 415 200 

2005 600 830 565 300 640 610 415 200 

2006 610 (+40) 830 565 300 650 (+50) 610 415 200 

2007 675 (+100) 830 565 300 750 (+100) 610 415 200 

2008 880 (+50) 830 565 300 1,000 610 415 200 

2009 980 (+50) 830 565 300 1,080 610 415 200 

2010 1,030 830 565 300 1,100 610 415 200 

2011 1,110 830 565 300 1,120 (+50) 610 415 200 

2012 1,280 830 565 300 1,285 610 415 200 

2013 1,345 830 565 300 1,350 610 415 200 

2014 1,400 830 565 300 1,400 610 415 200 

（資料）インド農業省「Agricultural Statistics At A Glance 2014」 

（注 1）カッコ内は最低支持価格での調達が難しい場合に政府が支払うボーナス（上乗せ）額。 

（注 2）籾米はカリフ（夏まき）穀物、小麦はラビ（冬まき）穀物。 
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③政府備蓄（中央在庫） 

中央政府は、（ア）食料安全保障上の最低限の緩衝在庫、（イ）TPDS やその他の貧

困対策の下での毎月の配給、（ウ）天候不順や自然災害などによる不作への備え、（エ）

市場価格を安定させるための放出、を主目的として、TPDS の下で一定量の政府備蓄

を確保している。インド食料公社（FCI）の買上量から TPDS などを通じて分配され

た量を差し引いたものが緩衝在庫となる。111 

緩衝在庫の大部分はコメと小麦であり、これら主要品目については、保有すべき在

庫量（Minimum Buffer Norm：在庫必要水準）が四半期ごとに定められる。 

 

図表 2-2-6 政府の在庫必要水準（2015年） 

（十万トン） 

時 点 コ メ 小 麦 合 計 

第 1 四半期（1 月 1 日） 76.10 138.00 214.10 

第 2 四半期（4 月 1 日） 135.80 74.60 210.40 

第 3 四半期（7 月 1 日） 135.40 275.80 411.20 

第4四半期（10月1日） 102.50 205.20 307.70 

（資料）インド消費者省・食料公的分配局「Food Grain Bulletin」（2015 年 2 月） 

 

2000～2015 年（各 1 月 1 日）における主要穀物（コメ、小麦）の中央在庫量の推

移は下図のとおりである。前述のとおり、MSP の引き上げによる買上量の増加によ

り、2002～2003 年度にかけて中央在庫が在庫必要水準の 3 倍以上に膨張し、インド

政府は輸出によって在庫を放出している。 

2015 年 1 月 1 日現在、インド政府が備蓄する穀物は計 3,685 万トンである。内訳

としては、コメが 1,174 万トン、小麦が 2,511 万トンである。全体では前年比 13.8％

減であるが、2015 年 1 月 1 日時点の在庫必要水準（Buffer Stock）である 2,141 万

トンの約 1.7 倍の水準である。特に小麦の備蓄量は必要水準の 2 倍を超えており、一

段の在庫合理化が必要と考えられる。 

  

                                                   
111（資料）首藤久人「公的分配システムをめぐる穀物市場の課題」『躍動するインド経済―光と陰』第 3

章、2006 年 
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図表 2-2-7 穀物（コメ、小麦）在庫量の推移（2000～2015年） 

 

 

図表 2-2-8 在庫必要水準と在庫量（実績）の推移（2000～2015 年） 

 

（百万トン） 

年 

（注） 

コ メ 小 麦 全 体 
在庫必要 

水準 

在庫量 

（実績） 

在庫必要 

水準 

在庫量 

（実績） 

在庫必要 

水準（A） 

在庫量 

（実績）（B） 

在庫充足率 

（B）/(A) 

2000 8.40 14.72 8.40 17.17 16.80 31.89 189.8% 

2001 8.40 20.70 8.40 25.04 16.80 45.74 272.3% 

2002 8.40 25.62 8.40 32.42 16.80 58.03 345.4% 

2003 8.40 19.37 8.40 28.83 16.80 48.20 286.9% 

2004 8.40 11.73 8.40 12.69 16.80 24.41 145.3% 

2005 8.40 12.76 8.40 8.93 16.80 21.69 129.1% 

2006 11.80 12.64 8.20 6.19 20.00 18.83 94.1% 
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年 

（注） 

コ メ 小 麦 全 体 
在庫必要 

水準 

在庫量 

（実績） 

在庫必要 

水準 

在庫量 

（実績） 

在庫必要 

水準（A） 

在庫量 

（実績）（B） 

在庫充足率 

（B）/(A) 

2007 11.80 11.98 8.20 5.43 20.00 17.41 87.0% 

2008 11.80 11.48 8.20 7.71 20.00 19.19 95.9% 

2009 13.80 17.58 11.20 18.21 25.00 35.79 143.2% 

2010 13.80 24.35 11.20 23.09 25.00 47.45 189.8% 

2011 13.80 25.58 11.20 21.54 25.00 47.12 188.5% 

2012 13.80 29.72 11.20 25.68 25.00 55.39 221.6% 

2013 13.80 32.22 11.20 34.38 25.00 66.60 266.4% 

2014 13.80 14.70 11.20 28.05 25.00 42.75 171.0% 

2015 7.61 11.74 13.80 25.11 21.41 36.85 172.1% 

（資料）インド消費者省・食料公的分配局、インド農業省農業協力局「Agricultural Statistics At a Glance 

2013」を基に作成 

（注）数値は各年 1 月 1 日時点の値。 

 

6） TPDS の運用における課題 

TPDS はインドの食料需給における根本的なシステムであるが、その運用については

様々な課題が指摘されている。以下では、TPDS の運用における主な課題を取りまとめた。 

 

①流通面における課題 

TPDS の最大の課題は、流通段階における配給穀物の漏洩である。インド全国標本

調査機構（National Sample Survey Organisation: NSSO）の調査によれば、中央在

庫から受給者の家庭に配給されるまでの穀物の消失率は平均 46.7％（2011 年度）で、

消失率が高い州では 9 割を超えるとされる。 
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図表 2-2-9 TPDSにおける州別穀物消失率（2011 年度） 

 
（資料）インド国際経済関係研究所（ Indian Council for Research on International Economic 

Relations :ICRIER）「Leakages fromPublic Distribution System (PDS) and the Way Forward」

（2015 年 1 月） 

 

漏洩の主な要因として、（ア）受給対象の要件を満たさない者が対象者とされてい

ること、（イ）偽の配給票が流通していること、（ウ）受給対象者が非対象者へ横流し

していること、（エ）FPS（公正価格店）が横流ししていること、などが挙げられる。

このうち、（ア）と（イ）については、旧態依然とした配給票（Ration Card）への

手書きによる管理に大きな問題があることが指摘されている。この点に関して、イン

ド政府は 2012 年 6 月、流通管理の IT 化、配給や苦情処理の透明性の向上などを目

的に、TPDS のデジタル化を認可した。具体的には、「アーダール（Aadhaar）・カ

ード」と呼ばれる ID カードに記載される 12 桁の固有識別番号の導入である。 

政府は、このシステムを全土に広げることを計画している。当初計画では、すべて

の州で 2013 年 3 月までに配給対象者のデータベース化、同年 10 月までに流通管理

の IT 化を完了することになっていたが、多くの州で進捗が遅れている。2014 年 3
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月末時点で配給対象者のデジタル化を終了したのは 14 州にとどまっている。112 

デジタル化で先行している州の一つは南部タミル・ナドゥ州であり、同州における

TPDS の取組については後述する。また、東部チャッティスガル州では穀物を運ぶト

ラックに GPS 装置を搭載し、トラックの居場所をトレースする取組も始まっている。 

 

【トピックス】「アーダール・カード」をめぐる期待と不安 

「アーダール・カード」は、8 歳以上の全国民に割り当てら

れた 12 桁の固有識別番号が記載された生体認証カードで

ある。 

 貧困層向けの社会福祉サービスや補助金給付の適正

化・効率化を目的として 2010 年 9 月から配布が開始され、

2014 年 12 月までに 7 億 1,000 万枚のカードが発行されて

いる。 

 「アーダール・カード」の導入により、年金・各種手当など

の支給漏れや不正受給の防止が期待されている。将来的

には、不法移民の取り締まりや納税などの場面で活用さ

れることも想定されている。 

 その一方、インド最高裁判所は 2014 年 3 月に、同カード

と政府からの給付金を直接結びつける政策について差し

止め命令を出し、政府が同カードの保有を国民に強要した

り、収集した個人情報を本人の承諾なく政府が利用したりすることを禁止した。この命令により、同

カードの今後の普及や活用を不安視する声も出始めている。 

（資料）固有識別番号庁（Unique Identification Authority of India: UIDAI）ウェブサイト、現地ヒ

アリング結果、各種報道を基に日本総合研究所が作成 

 

②財政面における課題 

前述のとおり、TPDS には生産者に対する支援策としての側面もあるため、穀物の

買上量には上限が設定されておらず、政府は生産者が希望する量をすべて買い上げる

必要がある。さらに、MSP は 2000 年代以降引き上げられており、CIP を大きく上

回る状況が続いている。 

こうした要因によって TPDS における政府の財政負担は年々増大し、2013 年度の

食料補助金（FCI および各州政府の拠出の合計）は 1 兆ルピー（約 1.7 兆円113）に

達している。なお、食料補助金には、穀物の輸送費用、中央在庫の維持管理費用、備

                                                   
112（資料）インド消費者省・食料公的分配局「Annual Report 2013-14」 
1132013 年 4 月のレート（1 ルピー≒1.730 円）で換算。 

（為替レート出所）日本銀行「報告省令レート（平成 25 年 4 月分）」 

PDS における現行の配給票（上）と 

「アーダール・カード」（下） 
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品（穀物袋など）購入費用、州税などが含まれており、これらの費用負担も補助金額

全体を押し上げる一因となっている114。 

 

図表 2-2-10 食料補助金と主要穀物（コメ、小麦）の MSP の推移（2005～2014 年度） 

 
（資料）インド消費者省・食料公的分配局「Annual Report 2013-14」 

 

③備蓄における課題 

TPDS では、貯蔵設備の不足や保存状態の悪さにより、備蓄段階でロスが発生して

いることが指摘されてきた。場所によっては屋外にそのまま置かれ、ねずみや虫によ

る被害も頻発していた。また、買い上げた穀物が 5 年間ほど貯蔵されている場合もあ

り、品質の劣化を招いていることも問題となっていた。 

この点に関して、インド政府は「Covered and Plinth (CAP)」115と呼ばれる簡易

的な貯蔵設備の普及、定期的な殺虫剤の散布や燻蒸消毒の実施、FCI スタッフによる

各貯蔵設備の巡回指導などにより、ロス率116の引き下げに取り組んでいる。インド

消費者省・食料公的分配局の発表によれば、こうした取組の結果として、2012 年度

の備蓄段階におけるロス率は 0.006％まで低下しているという117。 

 

                                                   
114（資料）インド消費者省・食料公的分配局「Annual Report 2013-14」 
115備蓄施設が不足している僻地などで、戸外で穀物を保存するための簡易的な設備。積み上げた穀物の

袋をポリテン製のカバーで覆い、ネズミの侵入や湿気などを防ぐ。FCIが各地で導入を進めており、2014

年 3 月現在、全国で計 1,938 万トン相当の許容量がある。 

（資料）FCI ウェブサイト、インド消費者省・食料公的分配局「Annual Report 2013-14」 
116備蓄段階で廃棄された穀物が配給量（Offtake）に占める割合。 

（資料）インド消費者省・食料公的分配局「Annual Report 2013-14」 
117（資料）インド消費者省・食料公的分配局「Annual Report 2013-14」 
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7） 事例研究：タミル・ナドゥ州における PDS 

各州における PDS の施行状況の一例として、PDS の施行において最も成功している州

の一つとされる南部タミル・ナドゥ州を取り上げる。 

 

図表 2-2-11 タミル・ナドゥ州の概要 

 

 

人 口 

（2011 年） 
7,214 万 7,030 人（日本の約半分） 

面 積 
130,058 平方キロメートル 

（日本の約 3 分の 1） 

州名目 GDP 

（2013 年度） 

8 兆 5,032 億ルピー（全国第 3 位） 

（約 14 兆 7,088 億円）（注） 

穀物生産量 

（2013 年度） 

コメ：554 万トン（全国第 7 位） 

小麦：（データなし） 

雑穀：252 万トン（全国第 6 位） 

トウモロコシ：164 万トン（全国第 5 位） 

（資料）各種資料を基に日本総合研究所が作成 

（注）2013 年 4 月のレート（1 ルピー≒1.730 円）で換算。 

（為替レート出所）日本銀行「報告省令レート（平成 25 年 4 月分）」 

 

以下では、タミル・ナドゥ州における PDS の特徴について、①配給対象者、②PDS の

運営主体、③配給システムのデジタル化、の観点からとりまとめた。 

 

①配給対象者 

タミル・ナドゥ州は、豊富な穀物生産量と潤沢な財政により、インド中央政府によ

る TPDS 導入後も、全州民を対象とした旧来の PDS (Universal Public Distribution 

System: UPDS)を維持している。 

2015 年 2 月現在、配給カードを受給している世帯数は約 2,000 万世帯で、州人口

全体をカバーしているとみられる118。 

  

                                                   
118インド内政省「Census 2011」に基づき、同州の 1 世帯あたりの平均人数を 3.9 人とした場合。 
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図表 2-2-12 タミル・ナドゥ州における UPDSの概要 

項 目 概 要 

対象となる食料 コメ、小麦、砂糖、灯油 等 

配給カードの仕組み 

 カードは家族ごとに 1 枚提供される。 

 カード申請者および家族はインド国籍を有し、タミル・ナドゥ州在住である

こと、他州のカードを有しないことなどが定められている。 

配給カード発行数 1,978 万 2,593 枚（2015 年 2 月ウェブサイト確認時点） 

配給価格（注 1） 
コメ：無料（注 2）、小麦：7.5 ルピー/kg、砂糖：13.5 ルピー/kg 

（AAY・BPL の区別なし） 

配
給
量 

コメ（注 3） 
 大人 1 人当たり 4kg/月、子ども 1 人当たり 2kg/月、配給カード一枚につ

き最大で 20kg（ただし、AAY カードの場合は最大 35kg/月） 

砂 糖 
 1 人当たり 500g/月 

 砂糖配給用カード（白色）の所有者にはコメの代わりに追加で 3kg を支給 

小 麦 
チェンナイ市およびDistrict119 Head Quarterではカード1枚あたり10kg/月、

その他地域では 5kg/月（入手可能なときに限る） 

灯 油 
（場所やカード所有者が保有する LP ガスボンベの数によって細かく規定さ

れている。） 

予 算 530 億ルピー（2014 年度、食料補助金としての予算額合計） 

その他の特徴 

 FPS は州内のいずれの場所においても、カード所有者が 2km 以上歩く必

要がないように設置されている。祝日と日曜日を除いて毎日営業してお

り、営業時間は一律で定められている120。 

 市民は PDS の施行において不正の可能性を知ったときには、管轄地域

の権限者に報告するよう求められている。その報告により不正者が捕ま

った場合には、報告 1 回につき 500 ルピーが情報提供者に支払われる。 

（資料）市民供給・消費者保護局ウェブサイト, 各種資料を基に日本総合研究所が作成 

（注 1）2015 年 3 月のレート（1 ルピー≒1.900 円）で換算。 

（為替レート出所）日本銀行「報告省令レート（平成 27 年 3 月分）」 

（注 2）2011 年 6 月より無料。 

（注 3）ニルギリ県については、追加で配給カード一枚当たり 4kg を支給。 

（注 4）配給カード数は、①全品目の配給対象となる世帯用の All Commodity Cards、②コメの代わりに

砂糖の配給を希望する世帯用の Sugar Cards、③PDS 制度での配給を希望しない世帯用の「No 

Commodity Card」、④その他（AAY 用や公務員用）のカードの合計。 

 

②PDS の運営主体 

同州における PDS の管轄機関は、州政府機関である市民供給・消費者保護局（Civil 

                                                   
119 州・連邦直轄地域の下位行政区画で、日本の「県」に相当する。 
120チェンナイ市および周辺地域では 8:30～12:30、15:00～19:00、その他地域では 9:00～13:00、14:00

～18:00。 
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Supply and Consumer Protection Department：CS&CPD）であるが、実際の運用

は民間企業であるタミル・ナドゥ市民供給公社（Tamil Nadu Civil Supply 

Corporation：TNCSC）が CS&CPD から委託されている。 

協同組合（RCS）を通じた FPS の運営も、同州における PDS の特徴とされる。フ

ルタイム店舗約 25,000 店のうち、9 割以上が協同組合により運営されている。これ

に対して他州では個人で FPS を運営している場合が多く、在庫量などの情報が包括

的に管理されていないために、漏洩や不正が起こる可能性が大きくなっていると考え

られる。 

 

図表 2-2-13 PDS の施行に関わる機関の概要 

機 関 概 要 

市民供給・消費者保護局 

（Civil Supply and Consumer 

Protection Department：CS&CPD） 

 食料の配給、社会福祉サービスの提供および消費者保護

を管轄する州政府機関 

タミル・ナドゥ市民供給公社 

（Tamil Nadu Civil Supply 

Corporation：TNCSC） 

 1972 年に設立された民間企業。従業員数は約 8,000 人 

 CS&CPD の委託を受けて、PDS における食料の調達、保

管、輸送および配給を行う 

協同組合登録所 

（Registry of Cooperative 

Societies：RCS） 

 州全土にある協同組合を通じ、公正価格取引店（FPS）の

運営を行う 

（資料）市民供給・消費者保護局ウェブサイト 
 

③配給システムのデジタル化 

同州は配給システムのデジタル化が最も進んだ州のひとつであり、2008 年から不

正操作の防止を目的として州内の全 FPS に電子秤を導入した。また、各 FPS におけ

る在庫量は毎日中央情報センターに報告され、インターネットで公開されている。州

民は必要な食料の在庫がある FPS を検索し、確実に配給を受け取ることができる。 

また、州内の全 FPS をインターネットで中央情報センターに接続し、調達から配

給、在庫までを一貫して管理するプロジェクトが開始されている。まずは一部の県で

テストを行い、将来的には他県へも広げていく計画である。 
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図表2-2-14 在庫量を送信する機器（左）とネット上で公開されている各FPSの在庫量（右） 

  
（資料）市民供給・消費者保護局ウェブサイト 
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【トピックス】州によって大きく異なる PDSの施行状況 

 PDS における配給対象者の選定、配給票の発行、FPS の監督などは州の運用に任されているた

め、PDS の施行状況や配給量、配給価格は州の財政・政治事情によって大きく異なる。 

 PDS が成功している州としては、タミル・ナドゥ州、ケララ州、アンドラ・プラデシュ州、チャッティスガ

ル州など、穀物生産が盛んな中南部の州が挙げられる。一方、ビハール州、ウッタル・プラデシュ

州、ジャルカンド州など、PDS が実質的にはほとんど機能していないとされる州も存在する。これら

の州にはカーストなどの封建的社会制度が色濃く残っており、州政府が健全に機能していないこと

も、普及の阻害要因の一つと考えられる。 

 下表は、PDS の施行が成功しているタミル・ナドゥ州と、施行に課題を抱えるウッタル・プラデシュ

州の FPS、FPS に置かれた秤、配給カードをそれぞれ比較したものである。タミル・ナドゥ州の FPS

は組織化されており、運営面でも設備面でもよく管理されている。店舗には穀物倉庫やカウンター、

電子秤が備えられ、開店時間中はスタッフが常駐している。一方、ウッタル・プラデシュ州の FPS は

手動秤と穀物が入った袋が床に置かれただけの簡素なスペースである。この店では通常は店を閉

め、店主は本業（装飾業）の傍ら、手の空いた時間に FPS を開店していた。 

 

項 目 タミル・ナドゥ州 ウッタル・プラデシュ州 

公正取引店

（FPS） 

  

秤 

  

配給カード 

  
 

（資料）現地ヒアリング結果、各種資料を基に日本総合研究所が作成 
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8） TPDS の国際市場への影響（コメの事例） 

TPDS がこれまで国際・国内市場に及ぼした主な影響について、コメを対象に①政府備

蓄（中央在庫）からの輸出（2002～2003 年度）、②輸出規制の実施（2007～2008 年度）

をとりまとめた。 

 

①政府備蓄（中央在庫）からの輸出（2002～2003 年度） 

2000 年以降のコメの政府備蓄（中央在庫）と輸出の動きをみると、2000 年から

2002 年にかけて在庫が急速に積み上がっている。この要因の一つとして、政府によ

る農産物の最低支持価格（MSP）と中央売渡価格（CIP）の引き上げが挙げられる121。

MSP の引き上げは農産物の増産を促し、農業生産者からの買上量を増やしたが、一

方、CIP の引き上げは配給価格の上昇を通じて配給量の減少を引き起こした。この結

果、政府は、過剰な穀物在庫と過剰在庫に関連した巨額の財政負担を抱えることにな

り、適正水準まで在庫を減らすために、2001 年から 2003 年にかけて大量のコメ輸

出を行った。これは、1990 年代半ばの過剰在庫時に行われた輸出に続く、政府備蓄

から国際市場への放出である。 

この期間のインドのコメ輸出量をみると、2000 年度の 153 万トンから 2003 年度

には 341 万トンに倍増している。このうち、2001 年度と 2002 年度はほぼ全量が、

2003 年度は約 7 割が政府備蓄からの放出によるものである。これによって、インド

はタイに次ぐ世界第 2 位のコメ輸出国となり、国際市場におけるプレゼンスを高める

こととなった。 

2004～2006 年度にかけて政府備蓄と適正在庫水準との乖離は小さく、中央在庫か

らの輸出は政府間での契約による食料援助を除いて行われなかった。この時期の輸出

は、ほとんどが民間企業によるものである。 

一方、2009 年度以降は在庫量・輸出量ともに増加傾向にあり、前述のとおり輸出

量は 2012 年、2013 年ともに 1,000 万トンを超えている。ただし、この時期の輸出

もほぼすべてが民間企業によるものであり、中央在庫からの輸出は行われていない。

詳細については後述する。 

 

  

                                                   
121その他の要因として、為替レートの切り下げによりインド産穀物の価格競争力が向上したことが指摘さ

れている。 

（資料）石上悦明、佐藤隆広編『シリーズ・現代の世界経済第 6 巻 現代インド・南アジア経済論』第

6 章、2011 年 
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図表 2-2-15 コメの中央在庫とインドのコメ輸出の推移（2000～2014 年度） 

 

（万トン） 

年 度 在庫必要水準 中央在庫量 輸出量 

2000 840 1,472 153 

2001 840 2,070 221 

2002 840 2,562 506 

2003 840 1,937 341 

2004 840 1,173 478 

2005 840 1,276 409 

2006 1,180 1,264 475 

2007 1,180 1,198 647 

2008 1,180 1,148 249 

2009 1,380 1,758 216 

2010 1,380 2,435 247 

2011 1,380 2,558 718 

2012 1,380 2,972 1,015 

2013 1,380 3,222 1,090 

2014 1,380 1,470 900（注） 

（資料）インド消費者省・食料公的分配局、インド食料公社（FCI） 

（注）2014 年度の輸出量については実績値なし。米農務省（USDA）によれば、2013 年度と同水準の 900

万トン程度と予測されている。 

 

②輸出規制の実施（2007～2008 年度） 

インド政府は、穀物の国際価格の高騰を受けて、2007～2008 年度にかけて一連の
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コメ輸出規制を実施した。具体的措置として、下表にとりまとめたように、（ア）TPDS

の下での政府買上価格である最低支持価格（MSP）の引き上げ、（イ）最低輸出価格

（MEP）の引き上げ、（ウ）輸出の禁止、の 3 つが採られた。 

まず、2007 年 10 月 9 日に TPDS の対象品目である非バスマティ米の輸出が禁止

された。輸出禁止前の 2007 年 4～9 月は非バスマティ米の輸出が好調で、国内卸市

場の一部でコメ価格が高騰し、TPDS の下での政府のコメ調達に支障を来していた。

このことは、コメの MSP を引き上げることで、当時不足していた小麦の備蓄をコメ

で補おうとしていた政府に不安を抱かせる結果となった。このような中にあって、

2007 年 10 月 9 日、政府は、食料安全保障の観点から、非バスマティ米の輸出の全面

禁止に踏み切った。 

同年 10 月 31 日には、非バスマティ米の輸出禁止が撤廃され、代わって最低輸出

価格（Minimum Export Price: MEP）が設定された。これにより、政府は一部の高

価格の非バスマティ米の輸出を認めながら、TPDS の主対象である低価格の非バスマ

ティ米の輸出を事実上禁止した。 

その後も国際コメ価格の上昇は続き、政府は、輸出を抑制するために繰り返し MEP

を引き上げるとともに、並行して MSP も引き上げた。しかし、これら一連の措置に

よる輸出抑制の効果が小さかったことから、2008 年 4 月 1 日、政府は一部の政府間

貿易による輸出を除き、非バスマティ米の全面的な輸出禁止に踏み切った。同時にバ

スマティ米の MEP を 1,200 ドル／トンまで引き上げた。 

このように、2008 年度には MEP の引き上げと並行して、数度にわたり MSP の引

き上げが実施された。一連の輸出規制によってインドのコメ輸出は 2007 年度の 647

万トンから 2008 年度には 249 万トンまで急減した（前年度比 62％減）。 

 

図表 2-2-16 インド政府のコメ輸出規制の動き（2007年 10月以降） 

時 期 
コメ輸出規制の動き 

非バスマティ米 バスマティ米 

2007 年 10 月 9 日 

 輸出を禁止 

 最低支持価格（MSP）を引き上げ

（引上幅 500 ルピー/トン） 

－ 

10 月 31 日 

 輸出を解禁 

 最低輸出価格（MEP）を設定（425

ドル/トン） 

－ 

11 月 15 日 
 MSP を引き上げ（引上幅 500 ルピ

ー/トン） 
－ 

12 月 27 日  MEP を 500 ドル/トンへ引き上げ － 
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時 期 
コメ輸出規制の動き 

非バスマティ米 バスマティ米 

2008 年 3 月 5 日  MEP を 650 ドル/トンへ引き上げ  MEP を設定（900 ドル/トン） 

3 月 27 日  MEP を 1,000 ドル/トンへ引き上げ  MEP を 1,100 ドル/トンへ引き上げ 

4 月 1 日  輸出を禁止  MEP を 1,200 ドル/トンへ引き上げ 

5 月 10 日 －  輸出税を開始 

10 月 16 日 
 MSP を引き上げ（引上幅 500 ルピ

ー/トン） 

－ 

2009 年 1 月 27 日 －  MEP を 1,100 ドル/トンへ引き下げ 

2 月 2 日 －  輸出税を廃止 

8 月 18 日 －  MEP を 800 ドル/トンへ引き下げ 

9 月 7 日 －  MEP を 900 ドル/トンへ引き上げ 

2010 年 1 月 21 日 －  MEP を 1,100 ドル/トンへ引き上げ 

2011 年 9 月 8 日  輸出を解禁 － 

（資料）重富真一他『アジア・コメ輸出大国と世界食糧危機』（2009 年）アジア経済研究所、他各種資料

を基に日本総合研究所が作成 

 

以上を踏まえて、輸出規制による影響をみると、インドのコメ輸出規制は国際市場

に大きな影響を与えたといえる。もともと、国際市場における取引量が少ないコメの

場合、供給量の僅かな減少でも需給バランスに大きな影響を与えるからである。また、

インドは 2007 年 10 月という早い段階で輸出禁止を発表したが、インドに追随して

コメの主要輸出国である中国、ベトナム、カンボジアなども輸出規制を実施した結果、

コメの国際価格が暴騰し、国際市場に極めて大きい影響を与えることになった。 
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(3) 農産物に関する貿易管理政策 

インドにおける穀物の貿易管理政策は、国内需給の動向に応じて政府が都度決定してお

り、頻繁に変更されている。 

かつては、輸出業者は中央政府商工省（Ministry of Commerce and Industry）傘下の

農産・加工食品輸出開発機構（Agricultural and Processed Food Products Export 

Development Authority）に登録を義務づけられていた。中央在庫量が過剰になった際に

は、まず政府が中央在庫から国内の自由市場に穀物を売却し、輸出業者が自由市場で穀物

を調達し輸出していた122。しかしながら、2009 年に小麦、2011 年に非バスマティ米の輸

出がそれぞれ解禁され、2012 年度以降は輸出業者が自由に輸出を行えるようになった。

また、輸入についても政府による制約はなく、民間に任せられている。 

一方、中央在庫の輸出については国内需給の観点から政府が厳重に管理しており、生産

量や在庫量に関する FCI からの報告を受けて、内閣経済問題委員会（Cabinet Committee 

on Economic Affairs: CCEA）が輸出の可否を決定している。例えば小麦については、2012

～2013 年度にかけて約 300 万トンの輸出が許可されている123。その一方、中央在庫から

の非バスマティ米の輸出は、友好国への人道的援助を除いて 2003 年度以降全面的に禁じ

られている。また、中央在庫の国際市場からの輸入は行われていない。 

 

図表 2-2-17 政府備蓄（中央在庫）からの穀物輸出量の推移（2011～2014 年度） 

（十万トン） 

年 度 
輸 出 輸 入 

小 麦 コ メ 全 体 小 麦 コ メ 全 体 

2011 1.00 0.0 1.00 0.0 0.0 0.0 

2012 29.73 0.024（注） 29.75 0.0 0.0 0.0 

2013 26.47 0.0 26.47 0.0 0.0 0.0 

2014 3.27 0.0 3.27 0.0 0.0 0.0 

（資料）インド消費者省・食料公的分配局「Food Grain Bulletin」（2015 年 2 月）を基に日本総合研究

所が作成 

（注）人道的援助として、イエメンに対して約 2,400 トンの非バスマティ米を輸出。 

                                                   
122（資料）首藤久人「公的分配システムをめぐる穀物市場の課題」『躍動するインド経済―光と陰』第 3

章、2006 年 
123インド消費者省・食料公的分配局「Annual Report 2013-14」 
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３．食料安全保障法の現状と今後の展望 

(1) 食料安全保障法（National Food Security Act: NFSA）の現状と課題 

1） NFSA の概要 

NFSA は、貧困層への食料配給を強化することなどを主な目的として、2013 年 7 月に

成立し、2014 年 10 月から施行された124。 

NFSA の対象者数は約 8 億 1,000 万人で、1 人最大 5kg/月の穀物（コメ、小麦、雑穀）

が 1～3 ルピー/kg で配給される。同法の施行にあたって各州に割り当てられる穀物量（推

計値）は 5,493.5 万トンで、そのための予算額は約 1 兆 2,500 億ルピー（約 2 兆 3,700 億

円125）に上る。 

NFSA では、質量ともに十分な食料へのアクセスと栄養摂取が、すべてのインド国民の

権利として法的に位置づけられている。そのため、貧困層だけでなく妊婦および子供を対

象にした栄養プログラムを併せて実施するなど、社会保障政策としての性格が強く打ち出

された内容となっている。 

 

図表 2-3-1 NFSAの概要 

項 目 概 要 

対象とする食料 コメ、小麦、雑穀 

配給対象者（注 1） 
8 億 1,349 万人（農村部人口の 75％（6 億 2,493 万人）と都市部人口の 50％（1

億 8,856 万人）の合計） 

配給価格（注 2） コメ：3 ルピー/kg、小麦：2 ルピー/kg、雑穀：1 ルピー/kg 

対象者への配給量 
・ 1 人あたり最大 5kg/月（コメ、小麦、雑穀の合計） 

・ AAY は 1 世帯あたり最大 35kg/月（同） 

割当量 5,493.5 万トン（注 3） 

必要な予算額 1 兆 2,472 億ルピー（2 兆 3,697 億円）（注 2） 

その他の特徴 

・ 妊婦および 15 歳未満の子供に対する優先的な栄養プログラム（学校給

食の無償提供、栄養失調の子供に対するシェルターハウスでの食事の

提供など）を併せて実施 

・ 配給対象者の家庭までの配送システムや、配給状況を確認するための

IT システムの整備により、PDS における配給網の改善を図る 

（資料）「National Food Security Act 2013」、インド消費者省・食料公的分配局「各種資料を基に日本

総合研究所が作成 

（注 1）人口カバー率（人口に占める割合）は州ごとに定められている 

（注 2）2015 年 3 月のレート（1 ルピー≒1.90 円）で換算。 

（為替レート出所）日本銀行「報告省令レート（平成 27 年 3 月分）」 

（注 3）TPDS から NFSA への移行期における一時的な増加分が含まれる。 

 

                                                   
124当初は 2014 年 7 月から施行予定であったが、州政府の対応の遅れ等を理由に 3 カ月延期された。 
1252015 年 3 月のレート（1 ルピー≒1.90 円）で換算。 

（為替レート出所）日本銀行「報告省令レート（平成 27 年 3 月分）」 
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図表 2-3-2 NFSAにおける州別の割当量と人口カバー率 

（％、十万人、十万トン） 

No. 州名 
人口カバー率 NFSA 対象者数 割当量 

（注） 農村 都市 農村 都市 全体 

全 体 75.00 50.00 6,249.3 1,885.6 8,134.9 549.35 

1 アンドラ・プラデシュ州 60.96 41.14 343.28 116.65 459.92 32.10 

2 アルナーチャル・プラデシュ州 66.31 51.55 7.09 1.62 8.71 0.89 

3 アッサム州 84.17 60.35 225.41 26.49 251.90 16.95 

4 ビハール州 85.12 74.53 783.74 87.42 871.16 55.27 

5 チャッティスガル州 84.25 59.98 165.16 35.61 200.77 13.84 

6 デリー連邦直轄領 37.69 43.59 1.58 71.20 72.28 5.73 

7 ゴア州 42.24 33.02 2.33 2.99 5.32 0.59 

8 グジャラート州 74.64 48.25 258.78 124.06 382.85 23.95 

9 ハリヤナ州 54.61 41.05 90.28 36.21 126.49 7.95 

10 ヒマーチャル・プラデシュ州 56.23 30.99 34.68 2.13 36.82 5.08 

11 ジャンムー・カシミール州 63.55 47.10 58.05 16.08 74.13 7.51 

12 ジャルカンド州 86.48 60.20 216.52 47.73 264.25 16.96 

13 カルナタカ州 76.04 49.36 285.55 116.38 401.93 25.56 

14 ケララ州 52.63 39.50 91.87 62.93 154.80 14.25 

15 マディア・プラデシュ州 80.10 62.61 420.83 125.59 546.42 34.68 

16 マハラシュトラ州 76.32 45.34 469.71 230.45 700.17 46.05 

17 マニプル州 88.56 85.75 17.91 7.15 25.06 1.58 

18 メガラヤ州 77.79 50.87 18.43 3.03 21.46 1.76 

19 ミゾラム州 81.88 48.60 4.33 2.73 7.06 0.66 

20 ナガランド州 79.83 61.98 11.23 3.56 14.79 1.38 

21 オリッサ州 82.17 55.77 287.19 39.02 326.21 21.09 

22 パンジャブ州 54.79 44.83 94.88 46.57 141.45 8.70 

23 ラジャスタン州 69.09 53.00 356.09 90.53 446.62 27.92 

24 シッキム州 75.74 40.36 3.45 0.61 4.07 0.44 

25 タミル・ナドゥ州 62.55 37.79 232.62 132.08 364.69 36.78 

26 トリプラ州 74.75 49.54 20.26 4.76 25.02 2.71 

27 ウッタル・プラデシュ州 79.56 64.43 1234.06 286.52 1520.59 96.15 

28 ウッタラカンド州 65.26 52.05 45.85 16.09 61.94 5.03 

29 西ベンガル州 74.47 47.55 463.31 138.53 601.84 38.49 

30 アンダマン・ニコバル諸島連邦直轄領 24.94 1.70 0.61 0.02 0.63 0.16 

31 チャンディガル連邦直轄領 38.54 47.26 0.11 4.85 4.96 0.31 

32 ダドラおよびナガル・ハヴェリ連邦直轄領 84.19 51.54 1.54 0.82 2.36 0.15 

33 ダマン･ディウ連邦直轄領 26.66 56.47 0.16 1.03 1.19 0.07 

34 ラクシャドウィープ連邦直轄領 35.30 33.56 0.05 0.17 0.22 0.05 

35 プドゥシェリ連邦直轄領 59.68 46.94 2.35 3.99 6.34 0.50 

（資料）インド消費者省・食料公的分配局「Food Grain Bulletin」（2015 年 2 月） 

（注）TPDS から NFSA への移行期における一時的な増加分が含まれる。 

 

TPDS と NFSA の概要を下表にとりまとめた。 

NFSA は既存の TPDS の枠組みを活用することが想定されているため、両制度が想定す

る対象者数、穀物の割当量、配給穀物の価格、予算額などに大きな違いは見られない。特

に AAY については、TPDS における配給量や配給価格が NFSA についても保証されてい

る。ただし、NFSA では APL、BPL の区分が取り除かれ、代わって「優先世帯（Priority 

Households）」の区分が設けられた。TPDS の下での BPL については、配給量は少なくな
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る世帯もあるものの、配給価格は AAY と同水準になる。 

 

図表 2-3-3 NFSAと TPDS との比較 

 公的分配システム（TPDS） 食料安全保障法（NFSA） 

法的位置づけ 

州政府の管轄下で運用されており、法

的拘束力はない 

 食料安全保障や食料へのアクセスを

国民の法的権利として位置づける 

 州政府が配給を実施しない場合、住

民は中央政府に対して不服の申し立

てが可能 

配 給 対 象 者 の

区分と割当量の

上限 

AAY：1 世帯あたり 35kg/月 

BPL：1 世帯あたり 35kg/月 

APL：1 世帯あたり 15～35kg/月 

AAY：1 世帯あたり 35kg/月 

Priority：1 人あたり 5kg/月 

Excluded：－（配給なし） 

配給価格（注 1） 

コメ：3 ルピー/kg 

小麦：2 ルピー/kg 

雑穀：1 ルピー/kg 

コメ：3 ルピー/kg 

小麦：2 ルピー/kg 

雑穀：1 ルピー/kg 

配給対象者数 
8 億 6,593 万人 

（AAY、BPL、APL の合計） 

8 億 1,349 万人 

（農村人口の 75％、都市部人口の

50％） 

割当量 5,010.3 万トン（2013 年度） 5,493.5 万トン（2013 年）（注 3） 

予算額（注 2） 
1 兆 45 億ルピー（約 1 兆 7,375 億円） 

（2014 年度） 

1兆2,472億ルピー（約 2 兆1,574 億円） 

中央政府と州政

府の役割 

【中央政府】 

・ TPDS の対象者となる人口を推計

し、配給基準を設定する 

・ 穀物の調達、州政府への割当、州

の貯蔵施設までの輸送を行う 

【州政府】 

・ 州政府が中央政府の定めた基準

に従って、対象者を特定する 

・ 貯蔵施設から公正取引店まで穀物

を輸送する 

【中央政府】 

・ 対象者の推計、配給基準の設定、

対象者の特定までを一貫して行う 

・ 穀物の調達、州政府への割当、州

の備蓄施設までの輸送を行う 

【州政府】 

・ 貯蔵施設から公正取引店まで穀物

を輸送する 

（資料）インド消費者省・食料公的分配局「Annual Report 2013-14」、インド商工会議所連合 (ASSOCHAM)

提供資料を基に日本総合研究所が作成 

（注 1）TPDS の配給価格は AAY に適用される価格。BPL および APL の配給価格は州ごとに異なる 

（注 2）2013 年４月のレート（1 ルピー≒1.73 円）で換算。 

（為替レート出所）日本銀行「報告省令レート（平成 25 年 4 月分）」 

（注 3）TPDS から NFSA への移行期における一時的な増加分が含まれる。 

 

TPDS と NFSA の主な違いは、TPDS が州政府の管轄下で運用されていたのに対して、

NFSA は法的拘束力を持ち、中央政府の主導によって実施される点である。NFSA では、

州政府が配給を適切に実施しない場合、住民が中央政府に対して不服申し立てをする権利
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が認められているため、これまで TPDS が実質的に機能していなかった州などは NFSA

の施行によって大きな影響を受けることが想定される。NFSA ではまた、中央政府および

州政府は、国民の食料安全保障のために必要な PDS の改革（IT 技術の活用、「アーダール・

カード」の導入による対象者の効率的な特定、将来的な現金（またはクーポン）支給への

切り替えなど）を行うことが規定されている。 

このようにみると、NFSA は TPDS に代わるまったく新たな制度としてではなく、形骸

化した TPDS の実効性を高めるための改革として捉えることができよう。 

なお、NFSA 施行後の状況をみると、2015 年 2 月現在の配給量は 1,728 万トン（達成

率 86.3％）となっている。 

 

図表 2-3-4 2014 年度における TPDSと NFSA の施行状況（注 1） 

（十万トン） 

 割当量（Allocation） 配給量（Offtake） 達成率（注 2） 

TPDS 275.9 234.4 85.0% 

 BPL 96.2 86.7 90.1% 

AAY 54.3 51.5 94.8% 

APL 125.4 96.2 76.7% 

NFSA 200.2 172.8 86.3% 

合 計（注 3） 476.1 407.2 85.5% 

（資料）インド消費者省・食料公的分配局「Food Grain Bulletin」（2015 年 2 月）を基に日本総合研究

所が作成 

（注 1）コメ、小麦、雑穀の合計。 

（注 2）達成率＝配給量／割当量 

（注 3）小数点第 2 位を四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。 

 

2） NFSA における課題 

NFSA の実行可能性については、施行前から様々な課題が指摘されてきた。例えば、イ

ンド経済協会（Indian Economic Association: IEA）126の Kumar Thakur 氏らが 2014 年

に発表した「India’ s National Food Security Act, 2013: A Review（以下、「クマール報告」

と記載）」では、次の 9 つの課題が指摘されている。 

 

  

                                                   
126インドにおける経済分野の専門家や研究者によって 1917 年に設立された団体。全国に 3,000 名以上の

会員を有し、経済分野の理論および政策について関係者間の議論を促進することを目的とする。 
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図表 2-3-5 NFSA の施行における課題 

①経済成長の鈍化 

 インド経済は 2011 年度まで 6～9％の高成長を続けてきたが、2012 年度以降は国内産業

や輸出が伸び悩み、成長率は 4％台にとどまっている。こうした状況下で多額の予算を

要する NFSA を導入すれば、経済成長の鈍化を加速させる恐れがある。 

 

②州政府の財政負担の増加 

 NFSA の運用に必要な費用は中央政府と州政府が半分ずつ負担することになっており、

特に財政状況が悪い州にとっては財政への負担が懸念される。しかも、財政状況が悪い

州ほど、NFSA の主な対象者となる貧困層は多い傾向がみられる。 

 

③NFSA 対象者の正確な特定 

 NFSA の対象者については、複数の団体が異なる試算を発表しており、すべての対象者

を正確に特定することはほぼ不可能である。 

 

④画一的な州政府の役割 

 NFSA は州独自の食料分配システムを想定していないが、これまで TPDS の下でタミル・

ナドゥ州をはじめ少なくとも 15 州以上が州独自の分配システムを整備している。 

 州独自のシステムの中には NFSA が想定するより広範囲の権利を保障しているものもあ

る（タミル・ナドゥ州の UPDS など）ため、NFSA によって州政府の役割を画一的に定め

ることで、住民に不利益や混乱が生じる可能性がある。 

 

⑤「栄養保障」（Nutrition Security）の必要性 

 NFSA は最低限の食料を保障する枠組みに過ぎず、インドにおいてより深刻な栄養失調

を改善するには不十分である。 

 

⑥PDS の疲弊 

 従来の PDS では配給量の約半数が消失・横流しされており、NFSA によって PDS をやみ

くもに拡大・強化すれば、制度のさらなる疲弊や機能不全を招く。 

 

⑦ “the Right to Food Campaign”127による批判 

 

⑧ インド子どもの権利保護委員会（the National Commission for the Protection of Child 

Rights:NCPCR)128による批判 

 

⑨WTO における交渉力の低下 

 （詳細については後述） 
（資料）Dr. Anil Kumar Thakur, India’s food security act, 2013: a review, 2014. 

 

  

                                                   
127「飢えからの自由」の実現を推進するインド国内のインフォーマルなネットワーク。 
128子どもの権利保護を目的として 2005 年に設立されたインドの国家機関。 
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(2) NFSA の施行による国際的な影響（考察） 

NFSA は TPDS と同規模の食料配給システムであり、同法の今後の運用によっては、

TPDS と同様に国内のみならず国際的な影響を及ぼす可能性がある。 

以下では、NFSA による国際的な影響について、①中央在庫の放出による国際市場への

影響と②WTO 農業協定との整合性との 2 点から考察を行う。 

 

1） 政府備蓄（中央在庫）の放出による市場への影響 

これまでの検討を踏まえ、インドにおける主要穀物（コメ、小麦）の需給状況を改めて

整理する。 

まず生産量は、1960 年代の「緑の革命」以降増加を続け、2013 年度はコメ 1 億 650 万

トン、小麦 9,591 万トンの計 2億 241万トンとなっている。このうちFCIが買い上げTPDS

を通じて配給されるのは 5,619 万トン（2013 年度）で、生産量全体の 3 割以下である。

これらから、国内の生産余力は今後配給システムを維持するのに必要十分であると考えら

れる。 

 

図表 2-3-6 主要穀物（コメ、小麦）の生産量と FCIによる買上量の推移 

（2003～2013 年度） 

 

（資料）インド消費者省・食料公的分配局、インド食料公社（FCI） 

 

一方、政府備蓄（中央在庫）は 2013 年 1 月にコメ 3,222 万トン、小麦 3,438 万トンの

計 6,660 万トンで、政府が定める在庫必要水準の 2.6 倍に達したものの、2014 年以降は大

幅な減少に転じ、2015 年 1 月にはコメ 1,174 万トン、小麦 2,511 万トンの計 3,685 万ト

ン（2013 年比 46％減）となっている。特にコメの在庫量が 2013 年の 3,222 万トンから

2014 年の 1,470 万トンまで減少したことが、在庫量全体の減少につながっている。 

しかしながら、前述のとおり、中央在庫からのコメ（非バスマティ米）輸出は 2003 年
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以降禁止されているため、輸出によって在庫量が調整されたわけではない。同様に、中央

在庫から国内の自由市場への放出も、コメについてはほとんど行われていない。 

 

図表 2-3-7 中央在庫量から国内市場への売却量の推移 

（十万トン） 

 2009 年度 2010 年度 2011 年度 2012 年度 2013 年度 

コ メ 
売却量 4.94 1.69 0.19 0.99 1.68 

在庫量に占める割合 2.8% 0.7% 0.1% 0.3% 0.5% 

小 麦 
売却量 16.28 11.55 11.84 68.67 61.16 

在庫量に占める割合 8.9% 5.0% 5.5% 26.7% 17.8% 

（資料）インド消費者省・食料公的分配局「Annual Report 2013-14」を基に日本総合研究所が作成 

 

一方、FCI による買上量と中央在庫量の関係をみると、2013 年度／年に買上量が大幅

に減少した直後に中央在庫量も減少に転じている。すなわち、インド政府は、国際市場へ

の放出ではなく、国内における買上量の調整によって中央在庫量を適正に保とうとしてい

ると考えられる。 

 

図表 2-3-8 主要穀物（コメ、小麦）の買上量と中央在庫量の推移（2003～2015年度／年） 

 

（資料）インド消費者省・食料公的分配局、インド食料公社（FCI） 

（注 1）FCI による買上量は年度（4 月～翌年 3 月）、中央在庫量は年（1～12 月）の値。 

（注 2）FCI による買上量については、2015 年度のデータなし。 

 

このように、近年のインド政府の在庫量には輸出余力が大きいものの、政府はあくまで

国内需給の安定化を最重要視しているため、今後も政府備蓄（中央在庫）から国際市場へ
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の放出が行われる可能性は低いと考えられる。 

ただし、これまで見てきたとおり、インドによる穀物の輸出入動向は政府在庫の増減に

よって大きく変動するため、今後の動きを注視する必要がある。 

 

2） WTO 農業協定との整合性 

①WTO 農業協定における NFSA の位置づけ 

「農業協定（Agreement on Agriculture: AG）」は、GATT 体制下の 1986 年から

1995 年にかけて行われたウルグアイ・ラウンドで締結され、WTO 体制における農産

物貿易を規定している。AG では、①市場アクセス、②国内支持、③輸出競争の 3 分

野において加盟国に義務を課している。 

このうち、NFSA との関連においては、②国内支持に抵触する可能性が懸念されて

いる。国内支持は、国内農業を助成するための国内補助金、税金減免、政府公定価格

の決定などを指す129。AG では、貿易歪曲効果の大きさに応じて、加盟各国の国内支

持政策を「緑の政策（貿易歪曲性がなく削減対象外）」、「青の政策（削減対象である

が、特定の要件を満たす場合は対象外）」、「黄の政策（貿易歪曲性があり削減対象）」

および「デミニミス」の 4 つに分類している。 

また、加盟国は WTO に設置された農業委員会に対して、国内支持に該当する自国

の政策および削減に向けた取組状況を報告する義務を負う（AG 第 18 条）。農業委員

会は、各国の報告内容について AG との整合性などを審査する。 

 

                                                   
129WTO では、国内補助金の一般原則については「補助金及び相殺関税に関する規定（SCM 協定）」に規定

されており、農業協定は SCM 協定の例外規定として位置づけられる。 
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図表 2-3-9 AGの概要 

項 目 定義・要件 該当する施策（例） 協定の内容（交渉中の内容を含む） 
関連する

AG 条文 

市場アクセス 

 関税削減や関税割当拡大などによる

農産物等の輸入機会（アクセス）の提

供・拡大 

 輸入数量制限 

 最低輸入価格 

 国家貿易企業による非関税措置 

 ウルグアイ・ラウンドでは、関税以外のすべての国境措置

を関税化する原則および農産物全体で平均 36％（品目ご

とに最低 15％）の関税引き下げを合意 

第 4 条 

国
内
支
持
（
注
1
） 

緑の政策 

 貿易歪曲効果や生産に対する影響が

まったくないか最小限であるため、削

減対象外となる補助金 

 ①政府による公的支出であること、②

生産者に対する価格支持の効果を持

たないことが要件 

 一般的な役務（研究、防除、検査等） 

 食料安全保障のための公的備蓄 

 国内における食料援助 

 生産に関連しない直接支払い 

― 

（基本的に現行の枠組みを維持） 
付属書 II 

青の政策 

 直接支払いのうち、AG 第 6 条 5 に定

められた要件を満たし、削減対象外と

なる補助金 

 生産制限等による農家への直接支

払い 

 ウルグアイ・ラウンドでは削減対象外 

 再改訂議長案（2008 年 12 月）において、青の政策全体に

対する上限や品目別の支出上限を提示 

第 6 条 5 

黄の政策 

 価格支持効果を持ち、貿易歪曲性が

大きく、削減対象となる補助金 

 品目別に算出される国内助成合計量

（AMS（注 2））と品目が特定されない

助成合計量の総計を指す 

 市場価格支持 

 ローン不足払い 

 ウルグアイ・ラウンドでは、各国における 1986～1988 年の

AMS 実績値を 2000 年までに 20％削減することを合意 

 ドーハ・ラウンドでは、総合 AMS の金額に応じた 3 階層方

式によって、45～70％削減することを提示 

第 6 条 

付属書 III 

付属書 IV 

 

デ
ミ
ニ
ミ
ス 

 「黄の政策」と同様に貿易歪曲性があ

るが、農業生産額に対する金額が小

さいため削減対象外となる補助金 

 当該品目または農業生産額の 5％

以下（注 3）の補助金 

 再改訂議長案（2008 年 12 月）において削減を提示（注 4） 

第 6 条 4 

輸出競争 

 輸出競争力に歪曲的な効果を及ぼす

補助金 

 輸出補助金 

 輸出信用 

 食料援助 

 輸出国家貿易企業 

 香港閣僚宣言（2005 年 12 月）において、2013 年までにす

べての輸出補助金を撤廃することを合意 第 8 条 

第 9 条 

（資料）経産省「農業に関する協定」、農水省「WTO ドーハ・ラウンド交渉」（2014 年 9 月）、滝川敏明「WTO 法第 2 版 実務・ケース・政策」を基に日本総合研究所が作成 

（注 1）各類型ごとの削減目標に加えて、「青の政策」「黄の政策」「デミニミス」の合計（＝貿易歪曲的国内支持全体）に対する削減義務も検討されている。 

（注 2）Aggregate Measure of Support の略称。 

（注 3）途上国については 10％以下。 

（注 4）先進国は 50%、AMS 約束を持つ途上国は 33%削減。AMS 約束を持たない途上国は削減義務なし。 
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②国内支持に関するインドの施行状況と NFSA による影響 

インドは 2014 年 9 月に、2010 年度までの国内支持に関する施行状況を農業委員

会に通報している。以下では、国内支持における各分類ごとにインドの施行状況を整

理する。 

 

（ア）緑の政策 

インドは、FCI および各州政府による食料補助金の合計額（138 億ドル（6,293 億

ルピー）、2010 年度）を「食料安全保障のための公的備蓄」として通報している。食

料補助金は前述のとおり「緑の政策」に該当し、すべて AG の削減対象外となる。 

 

図表 2-3-10 インドの「緑の政策」における食料補助金額の推移（2006～2010 年度） 

 
金額（百万ドル） 

2006 年度 2007 年度 2008 年度 2009 年度 2010 年度 

一般サービス 648.1 821.5 872.2 776.3 1,124.4 

食料安全保障のための

公的備蓄（注） 
5,639.7 7,768.3 9,495.1 12,282.3 13,812.5 

自然災害に対する補償 154.9 199.9 174.1 329.7 693.3 

投資援助による構造調

整援助 
16.9 443.3 6,020.2 3,600.6 3,278.9 

環境対策 33.5 333.5 365.9 392.4 570.0 

合 計 6,493.0 9,566.5 16,927.5 17,381.2 19,479.1 

（資料）World Trade Organization, G/AG/N/IND/10/Corr.1, October 2014.を基に日本総合研究所が作

成 

（注）FCI および各州政府による食料補助金の合計に相当（図表 2-2-10 参照）。 

 

（イ）青の政策 

青の政策に該当する補助金については通報されていない。 

 

（ウ）黄の政策／デミニミス 

インドの通報内容によれば、2010 年度における「黄の政策」に該当する国内支持

の状況は下表のとおりである。 

現行の計算方法では、国内支持額は内外価格差（1986～1989 年に定められた外部

参照価格（External Reference Price: ERP）と行政価格130との差分）に、国内支持

に該当する穀物量を掛けて算出される。インドの通報に基づく農業委員会の審査によ

れば、2010 年度における品目別国内支持の大半をコメが占めており、国内支持総額

は 22.8 億ドルであるが、下表のとおりすべてデミニミスとされている。また、小麦

                                                   
130行政価格は国内支持価格（MSP）のドル建て価格に相当。ただし、コメ（精米）については、籾米に対

して設定された MSP の 1.5 倍が行政価格と見なされている。 
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と雑穀については行政価格が ERP を下回っている。 

 

図表 2-3-11 インドにおける「黄の政策」（2010 年度） 

品 目 

国内支持 

国内助成 

合計 

（AMS） 

（A） （B） （C） （D） (E) 

MSP 
行政価格 

（注 1） 

外部参照 

価格（ERP） 

国内支持に該

当する農産物 

（注 2） 

国内支持 

総額（注 3） 

単 位 ルピー/トン ドル／トン ドル／トン 百万トン 百万ドル － 

コ メ 10,000 329.24 262.51 34.20 2,282.17 デミニミス 

小 麦 11,700 256.80 264.00 22.51 ▲ 161.98 デミニミス 

雑 穀 8,850 194.25 218.01 0.13 ▲ 3.09 デミニミス 

（資料）World Trade Organization, G/AG/N/IND/10, September 2014.を基に日本総合研究所が作成 

（注 1）コメ（精米）の行政価格は 2010 年度における Common Paddy（籾米）の MSP を 1.5 倍した金額、

小麦の行政価格は 2011 年度の MSP（ボーナス分を含む）にそれぞれ相当（図表 2-2-5 参照）。 

（注 2）2010 年度の FCI による買上量（Procurement）に相当（図表 2-2-4 参照）。 

（注 3）(E)={(B)-(C)}×(D) 

 

前述の考え方を基に 2011 年度以降のコメの国内支持総額を試算すると、2011～

2012 年度は MSP の上昇により支持総額は増加するものの、2013 年度以降は為替レ

ートの変動および FCI による買上量の減少により、支持総額は 2010 年度を下回る見

込みとなる。 

 

図表 2-3-12 インドにおけるコメの国内支持総額の推移（試算） 

品 目 

国内支持 

（A） （B） （C） （D） (E) 

MSP 
行政価格 

（注 1） 

外部参照 

価格（ERP） 

国内支持に該

当する農産物 

（注 2） 

国内支持 

総額（注 3） 

単 位 ルピー/トン ドル／トン ドル／トン 百万トン 百万ドル 

2011 年度 10,800 338.06  

262.51 

35.03 2,646.6 

2012 年度 12,500 344.67  34.02 2,795.1 

2013 年度 13,100 325.01  31.85 1,990.6 

2014 年度 13,600 333.61  21.08 1,498.7 

（資料）World Trade Organization, G/AG/N/IND/10, September 2014.を基に日本総合研究所が作成 

（注 1）行政価格は各年度における MSP の 1.5 倍をドル建てに換算。 

為替レートは、各年度（4 月～翌 3 月）の平均値。 

（注 2）各年度の FCI による買上量（Procurement）に相当（図表 2-2-4 参照）。 

（注 3）(E)={(B)-(C)}×(D)  
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③公的備蓄に関する WTO の議論と直近の動向 

途上国における食料安全保障としての公的備蓄が国内支持の「黄の政策」に該当す

るかについては、2000 年代以降 WTO 内で度々議論の俎上に上げられてきたが、現

在に至るまで加盟国間のコンセンサスは得られていない。例えば、インドを含む途上

国グループは、2012 年 11 月に提出した文書において、公的備蓄のための政府支出を

「黄の政策」の対象から除外し、「緑の政策」に含めることを提案している。しかし

ながら、「緑の政策」の定義では価格支持の概念が明確に排除されているため、イン

ドの TPDS や NFSA のように生産者への価格支持効果を伴う政府支出は、その目的

に関わらず「黄の政策」に該当すると解釈されてきた131。 

こうした中、2013 年 12 月にインドネシアのバリ島でドーハ・ラウンド第 9 回閣僚

会議が開催された。同会議では、第 11 回閣僚会議が開催される 2017 年までの 4 年

間に限り、途上国が食料安全保障を目的に公的備蓄を行い、定められた AMS または

デミニミスを超過したとしても、加盟国は紛争処理に持ち込まないとする例外的な暫

定措置（「平和条項132」）が合意された。また、2017 年までに恒久的な解決策につい

て合意を得られるように、加盟国間の協議を実施することも定められた。133 

しかしながら、インドはバリ閣僚会議以降、公的備蓄の恒久的な解決策に向けた議

論が進展していないことおよびバリ合意における「平和条項」が 2017 年を期限とし

て失効する可能性があることを問題視した。そのため、2014 年 7 月の WTO 一般理

事会において、途上国が食料安全保障のために支出する補助金について恒久的な解決

策が得られるまで、「貿易円滑化協定」の採択は延期されるべきと主張した。インド

の主張により、「貿易円滑化協定」は 2014 年 7 月末の期限までに協定化することが

できず、不採択となった134。 

そのため、2014 年 11 月 27 日の一般理事会特別会合において、バリ合意に定めら

れた平和条項については、2017 年までに恒久的な解決策が得られない場合には保持

される、という期限の明確化が図られた。また、同決定では、2015 年 12 月末までに

恒久的な解決策を得るため、加盟国は引き続き協議を継続することも定められた。135 

  

                                                   
131World Trade Organization, Factsheet on public stockholding for food security in developing 
countries, Updated 27 November 2014. 

132AG で定められたルールについて、紛争解決手続きの対象にならない期間を定める条項。 
133World Trade Organization, WT/MIN(13)/38/, 11 December 2013. 
134その後、公的備蓄の取扱いに関する合意をうけ、11 月 27 日の一般理事会特別会合において「貿易円滑

化協定」を WTO 協定の一部とするための議定書（「WTO 協定改正議定書」）が採択されている。 
135World Trade Organization, WT/GC/W/688, 27 November 2014. 
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図表 2-3-13 WTOにおける公的備蓄に関する議論の変遷 

時 期 文書名（文書番号） 主な内容 

2012 年 11 月 

バリ合意に向けた

G33 提案 

（JOB/AG/25） 

・ 途上国の公的備蓄制度にかかる政府支出については、

低所得の生産者に対する支援プログラムと見なして

AMS の対象から除外し、「緑の政策」に含めることを提

案 

2013 年 12 月 
バリ合意 

（WT/MIN(13)/38） 

・ バリ合意以前から存在する途上国の公的備蓄制度につ

いては、2017 年までの 4 年間に限り、備蓄にかかる政

府支出額が定められた AMS またはデミニミスを超過し

たとしても、紛争手続きの対象としない 

・ 本合意の適用を受ける加盟国は、自国による備蓄が貿

易を歪曲したり他国の食料安全保障に悪影響を与えた

りしないことを保障するとともに、通報等の適切な情報

提供により透明性を確保する 

・ 加盟国は、2017 年までに恒久的な解決策について合意

を得られるように、協議を実施 

2014 年 7 月 

恒久的解決のため

の G33 提案 

（JOB/AG/27） 

・ 貧困層・低所得者を対象とした途上国の公的備蓄にか

かる政府支出は、AMS の対象から除外し、「緑の政策」

に含めることを提案 

2014 年 11 月 
一般理事会決定 

（WT/GC/W/688） 

・ バリ合意以前から存在する途上国の公的備蓄制度につ

いては、恒久的な解決策が得られるまで「平和条項」を

保持し、紛争手続きの対象としない 

・ バリ合意で定められた協議期間（2017 年）は保持される

が、加盟国は 2015 年 12 月末までに恒久的な解決策を

得るための協議を実施 

・ 2017 年までに恒久的な解決策が得られない場合も、

「平和条項」を引き続き保持 

（資料）WTO ウェブサイト、農林水産省「WTO ドーハ・ラウンド交渉」（2014 年 9 月）を基に日本総合研

究所が作成 

 

なお、前述の「クマール報告」は、WTO におけるインドの交渉力低下を防ぐうえ

でも、健全な国内財政を回復するうえでも、NFSA に基づく補助金額を低減すること

が望ましいとしつつも、補助金額の低減によって国内の生産意欲が減退し、結果的に

穀物輸入への依存が高まるリスクを指摘している。そのうえで、輸入依存が過度に高

まれば、国内の農村経済ひいてはインドの通商・外交政策にまで影響が出る可能性が

あるとしている。 
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(3) NFSA とインド農業の今後の展望 

「クマール報告」は、NFSA の施行における課題や NFSA による国際的な影響について

考察する一方、PDS や NFSA のような大規模な国内支持政策が維持・拡大されてきた根

本的な要因として、インド政府による農業セクターの活性化や生産性向上への取組が過去

数十年間にわたって不十分だったことを挙げ、これらの課題を解決しないまま早急に

NFSA を成立させた政府を批判している136。 

これまで見てきたとおり、1960 年代以降現在に至るまで、PDS はインドにとって最も

重要な農業政策であり、政府は NFSA の施行によって PDS に基づく食料配給をさらに強

化する方針を打ち出している。一方、この巨大な食料配給網を維持しようとすることで、

国内のみならず国際的にも様々な課題や影響が指摘されている。インド政府には、既存の

配給システムの改革を図るだけでなく、国民の食料安全保障と農村経済の自立を両立させ

るためのより抜本的な取組が求められる。 

 

                                                   
136Dr. Anil Kumar Thakur, India’s food security act, 2013: a review, 2014. 


